
 

 

 

令和２年度 障害者総合福祉推進事業 

補装具費支給制度の効果的な普及方法に向けた検討 

報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

 

社会システム 株式会社 
 

 

  



  



 

 

目  次 

 

Ⅰ.事業要旨 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 

 

Ⅱ.事業の目的及び実施内容 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

 

Ⅲ.調査等の結果及び分析・考察 

１.補装具費支給の実態把握 

 1.1 市町村における補装具費支給の実態調査の実施方法・・・・・・・・・・・・8 

 1.2 調査結果と分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

２.補装具費支給対象者にとって必要な情報の把握 

 2.1 障害当事者に対するアンケート調査による実態把握・・・・・・・・・・・・13 

 2.2 自治体に対するアンケート調査による実態把握・・・・・・・・・・・・・・40 

 2.3 専門職に対するヒアリング調査による実態把握・・・・・・・・・・・・・・56 

 2.4 自治体等が提供している制度情報の実態把握・・・・・・・・・・・・・・・65 

３.補装具費支給の対象者の状態像と情報提供の課題・・・・・・・・・・・・・・・71 

４.補装具費支給制度の効果的な普及の在り方の検討 

 4.1 効果的な普及方法の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72 

 4.2 広報ツールの作成・展開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75 

 4.3 広報ツールの普及に向けた方針の整理・・・・・・・・・・・・・・・・・・90 

 

Ⅳ.検討委員会の実施状況 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95 

 

Ⅴ.成果等の公表計画 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111 

 

巻末資料 

 資料１.自治体アンケート票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112 

 資料２.障害当事者アンケート票・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・116 

 

  



  



1 

 

 
 

 

■事業の目的 

補装具費支給制度については、市区町村の支給決定にかかるガイドラインはあるもの

の、制度の考え方などについては、申請者を含む国民の理解を促す資料が十分に整えら

れていない実態にある。また、情報を伝えるべき対象者の状態像が明らかになっていな

い。そこで、本検討では、補装具費の支給実態を把握するとともに、障害当事者が制度

の情報として何を求めているかなどについて調査し、一般向けにわかりやすいリーフレ

ット等の広報ツールを作成・公開することを目的として実施した。 

 

■本事業で実施した実態調査 

本事業では、支給実態及び申請者・関係者の制度にかかる情報提供に対する認識や課

題等を把握するため、以下の実態調査を実施した。 

 〇補装具費支給の実態（自治体アンケート調査） 

 〇障害当事者の制度に対する認識や課題意識の実態（当事者アンケート調査） 

 〇補装具費支給制度にかかる情報提供の実態（自治体アンケート調査） 

 〇補装具利用にかかる関係者の制度に対する認識や課題意識の実態（関係者ヒアリ

ング調査） 

 

■本事業の検討体制 

本事業では、下表のメンバーにより検討会を設置して事業を実施した。 

 

表 検討委員 

 

座長 竹島 恵子 (公財)交通エコロジーモビリティ財団 バリアフリー推進部 

委員 木島 真央 メイ・ソリューション株式会社 

剣持 悟 川村義肢株式会社 

硯川 潤 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 福祉機器開発室 

谷 映志 
国立障害者リハビリテーションセンター研究所 

自立支援局 神戸視力障害センター 

山口 公深 熊本県福祉総合相談所 障がい相談課 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 水村 慎也 
厚生労働省 社会・援護局  

障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 課長補佐 

事務局 高光 美智

代 

社会システム株式会社 企画調査グループ 課長 

梅崎 良樹 社会システム株式会社 企画調査グループ 係長 

石澤 一輝 社会システム株式会社 企画調査グループ 

 

Ⅰ.事業要旨 
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■実態調査結果からの課題 

障害当事者及び、関係各者へのアンケート及びヒアリング調査から、補装具費支給制

度の利用にかかる課題としては、各立場で以下が挙げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■補装具費支給の対象者の状態像と情報提供の課題 

補装具費支給制度は、補聴器、装具、車椅子などの種目を中心に利用されている実態

にあるが、当事者の状態像としては、インターネット等の情報や適切に相談できる自治

体等の担当からの情報を得て、制度を利用している者がいる一方、利用実態には表れて

いない「情報にたどり着けない、相談ができていない」者が存在しており、制度の利用

ができていない状態が生じている可能性がある。 

 即ち、制度の利用が必要な者に情報が届かないために実対象に含まれていない実態

が生じている。 
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一方、制度情報は手帳申請時などに情報提供をされているものの、「障害者福祉の手

引き」などの膨大な情報の中に埋もれている場合や、制度情報がわかりにくいなどの問

題が見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

■補装具費支給制度の効果的な普及のあり方の方向性 

方向性①：情報を伝えるべき対象像、アプローチしやすい情報提供手段が重要 

 インターネット等で情報が収集でき制度内容等を理解できている、相談できる機関

に情報提供がされている者は問題がないが、情報にたどり着けない、相談ができない

人が存在し、情報提供の強化が必要となっている。 

 

方向性②：対象者にとって必要な情報内容、わかりやすい情報構成・表現のあり方が重要 

 情報が必要な対象像にとって、制度そのものについてが多くの情報に埋もれて認知

できていない状況であるとともに、内容についても仕組み、申請の流れ、種類や要

件、費用など各段階の情報が必要となっている。 

 

■広報ツールの作成・展開 

広報ツールとして、以下の２段階のツールを作成した。 

 ツール①：制度そのものを知り、全容が理解できる「とば口」となるツール 

 ツール②：制度の内容をある程度詳細に理解し、利用にあたっての必要な情報がわかるツール 
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ツール①：制度そのものを知り、全容が理解できる「とば口」となるツール 

「補装具費支給制度」利用ハンドブック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツール②：制度の内容をある程度詳細に理解し、利用にあたっての必要な情報がわかるツール 

「補装具費支給制度」利用詳細ガイド 
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参考ツール：課題の共有 

「補装具費支給制度」にかかる課題などについて 

前述した課題等については、申請者に関わる関係各者との共有を図り、情報提供の必

要性、申請者にとってわかりやすく、必要な情報内容の提供などをご理解いただく必要

があることから、課題共有のチラシを作成した。 
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１.事業の目的 
補装具費支給制度については、これまで市町村の支給決定にあたっての留意点をまと

めたガイドラインはあるものの、制度の考え方などについて国民の理解を促す資料が十

分に整えられていない実態にある。また、支給実態については詳細なデータ（例えば初

めて補装具を製作して支給決定を受けた障害者・児の数など）が把握できていないため

に、情報を伝えるべき対象者の状態像が明らかになっていない。 

  そこで、本事業では、補装具費の支給実態を把握するとともに、障害当事者が制度の

情報として何を求めているかなどについて調査し、一般向けにわかりやすいリーフレッ

ト等の広報ツールを作成・公開することを目的とした。なお、本事業は検討会を設置し

て検討を進めた。 

 

２.事業の実施内容 
本事業は、以下の内容で実施を行った。 

 

（1）自治体における補装具費支給の実態調査 

  補装具費支給制度の運用として、未だ詳細なデータが把握されていない支給の実態

について、以下の調査を実施し、補装具費支給制度の対象者の状態像を整理した。 

  〇全国 1,741の市町村を対象にアンケート調査による実態把握を行った。 

  〇補装具費支給の実態を把握すべく、受給者数の把握、補装具費支給のかかる課題

を調査した。 

  〇障害別や利用状況等による分析を行った。 

 

（2）補装具費支給対象者にとって必要な情報の把握 

① 補装具費支給にかかる関係者に対する実態調査 

  補装具費支給制度を受ける障害当事者及び補装具費支給にかかる関係者に対して、

制度の情報提供に係る実態及び問題点を把握するため、以下の調査を実施した。 

 1) 障害当事者に対するアンケート調査の実施 

   障害当事者が補装具費支給制度をどのように知り、制度利用において情報にどん

な課題があったか等の実態について、障害当事者及びその家族に対するアンケート

調査を実施した。 

   〇４つの自治体（神奈川県川崎市、宮城県仙台市、大阪府大東市・四条畷市）を

窓口にアンケートを配布、その他に障害者団体によらない障害者コミュニティ

（聴覚障害及び視覚障害）に依頼して調査を実施した。 

   〇調査は、制度活用の実態や制度に関する情報の課題などを内容とした。 

 2) 自治体に対するアンケート調査の実施 

   情報提供主体である自治体の補装具費支給制度にかかる情報提供の課題をアンケ

ート調査により把握した。なお、アンケートは(1)の調査と同時に行った。 

Ⅱ.事業の目的及び実施内容 
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 3) 専門職等に対するヒアリング調査の実施 

   障害当事者に対するアンケート調査を実施した川崎市、仙台市、また小規模な自

治体として北海道河西郡芽室町に対して、自治体の福祉職、専門職等から見て、補

装具費支給制度について障害当事者が必要と考える情報などについてヒアリング調

査を実施した。 

4) 自治体等が提供している制度情報の実態把握 

   自治体や補装具業者等が提供している障害当事者に向けた制度情報をインターネ

ット等で収集し、必要な情報がわかりやすく掲載されているかなどの視点で検証

し、情報提供の課題点を整理した。 

 

② 補装具費支給の対象者の状態像と情報提供の課題の整理 

 ①で把握した実態から、補装具費支給の対象者の状態像を整理するとともに、その

方々がどのように制度について情報を得ているかを整理し、情報提供していくための

課題を抽出した。 

 

（3）補装具費支給制度の効果的な普及のあり方の検討 

  障害当事者等の申請者を含む広く国民に向けた補装具費支給制度の効果的な普及の

あり方の方向性を整理し、広報ツールを作成した。 

① 効果的な普及方法の検討 

(1)、(2)の調査結果から、効果的な普及の内容、表現、方法を検討した。 

② 広報ツールの作成、展開 

①で検討した普及方法に基づき、広報ツールを作成した。 

 ■広報ツールの公開 

  広報ツールは PDFデータを作成し、当該事業の応募者である社会システム(株)の

ホームページでの公開とともに、各障害者団体等におけるデータ公開の協力を図って

いくものとする。  

 ■広報ツールの展開 

〇広報ツールデータの共有を、自治体及び関係団体に対して行った。  

 

（4）検討会の開催、運営 

検討会は、以下の３回を開催した。 
検討会 開催日時 検討内容 

第１回 R2.9.15(火) 

14:00～16:00 

・事業の概要について 

・事前ヒアリングを踏まえた検討の進め方について
（課題共有） 

・補装具費支給の実態調査について 

・普及方法の検討方針について 

第２回 R2.12.8(火) 

14:00～16:00 

・自治体アンケート結果の報告 

・当事者アンケート結果の報告 

・関係者・専門職ヒアリング結果の報告 

・調査結果を踏まえた制度の普及方法の検討 

第３回 R3.3.4(火) 

14:00～16:00 

・広報ツールの作成、普及に向けた方針について 

・報告書(案)について 



8 

 

 
 

 

１.補装具費支給の実態把握 
 

 

1.1 市町村における補装具費支給の実態調査の実施方法 
 1.1.1 調査の概要 

調査は、以下の通り実施した。 

 

 調査対象：全国 1,741自治体を対象 ※東京 23区含む、政令市は 1つ 

 実施期間：2020年 10月 6日～2020年 10月 28日 

 調査方法：郵送により自治体窓口に発送、Webまたは郵送、メールにより回収 

 

 1.1.2 調査の内容 

  調査は、大きく以下の２つの内容について把握を行った。 

・ 補装具費支給制度の支給実態（補装具別の支給人数等） 

・ 補装具費支給における情報提供に関する課題 

➡「２.補装具費支給対象者にとって必要な情報の把握」で結果を提示 

  ※調査票は巻末（巻末資料・資料－１）に示す。 

 

 1.1.3 回収枚数 

回収は、1,741自治体中 1,183件の自治体から回収を得た。 

 

表 配布件数と回答件数 

配布件数 

（全市区町村） 

回答件数 

1,741件 1,183件（67.9％） 

 

表 自治体人口規模別配布件数と入力済件数 

人口規模 
配布件数 

（全市区町村） 
回答件数 回収率 

1万人未満 519 319 61.5% 

1万人以上 5万人未満 682 502 73.6% 

5万人以上 10万人未満 253 165 65.2% 

10万人以上 20万人未満 156 112 71.8% 

20万人以上自治体 131 85 64.9% 

計 1,741 1,183 67.9% 

 

Ⅲ.調査等の結果及び分析・考察 
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表 都道府県別配布枚数と入力済件数 

地域 都道府県 
配布件
数 

回答件
数 

回収率 

北海道 
・東北 

北海道 179 114 63.7% 
青森県 40 34 85.0% 
岩手県 33 22 66.7% 
宮城県 35 24 68.6% 
秋田県 25 20 80.0% 
山形県 35 24 68.6% 
福島県 59 38 64.4% 

関東 茨城県 44 39 88.6% 
栃木県 25 20 80.0% 
群馬県 35 22 62.9% 
埼玉県 63 40 63.5% 
千葉県 54 37 68.5% 
東京都 62 46 74.2% 
神奈川県 33 23 69.7% 

中部 新潟県 30 20 66.7% 
富山県 15 10 66.7% 
石川県 19 8 42.1% 
福井県 17 12 70.6% 
山梨県 27 19 70.4% 
長野県 77 49 63.6% 
岐阜県 42 31 73.8% 
静岡県 35 20 57.1% 
愛知県 54 39 72.2% 

近畿 三重県 29 17 58.6% 
滋賀県 19 10 52.6% 
京都府 26 15 57.7% 
大阪府 43 27 62.8% 
兵庫県 41 35 85.4% 
奈良県 39 25 64.1% 
和歌山県 30 22 73.3% 

中国 鳥取県 19 13 68.4% 
島根県 19 13 68.4% 
岡山県 27 19 70.4% 
広島県 23 15 65.2% 
山口県 19 12 63.2% 

四国 徳島県 24 11 45.8% 
香川県 17 11 64.7% 
愛媛県 20 20 100.0% 
高知県 34 15 44.1% 

九州 
・沖縄 

福岡県 60 43 71.7% 
佐賀県 20 13 65.0% 
長崎県 21 16 76.2% 
熊本県 45 31 68.9% 
大分県 18 13 72.2% 
宮崎県 26 16 61.5% 
鹿児島県 43 36 83.7% 
沖縄県 41 24 58.5% 

 計 1741 1183 67.9% 
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1.2 調査結果と分析 
  調査結果のうち、ここでは「補装具費支給制度の支給実態」の結果分析を示す。 

 

① 2019年度に支給した補装具の支給件数（自治体当たりの平均件数） 

 支給件数の平均をみると、補装具全体では障害者が修理で活用している件数が

年間 48 件と最も多く、次いで障害者が新規で購入した件数が 43 件であった。 

 補装具別には、障害者が車椅子の修理に当制度を使ったケースが最も多く、1

自体あたり年間 18件の支給が見られた。次いで補聴器を新規で購入したケー

スが多かった。 

 

（自治体当たりの平均件数） 

 

  

購入（新規） 購入（再支給） 修理

障害児 障害者 障害児 障害者 障害児 障害者

義肢 0.3 2.4 0.2 2.0 0.4 5.3

装具 7.1 11.2 5.2 8.2 2.2 9.5

座位保持装置 3.9 1.8 2.1 1.1 3.4 3.6

視覚障害者安全つえ 0.7 5.0 0.1 2.1 0.0 0.1

義眼 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.1

眼鏡 0.6 3.6 0.1 1.5 0.1 0.4

補聴器 3.3 17.7 1.0 8.6 6.0 10.6

車椅子 4.6 6.0 2.3 3.7 5.3 18.3

電動車椅子 0.6 1.6 0.1 1.0 1.1 9.0

座位保持椅子（児のみ） 1.8 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0

起立保持具（児のみ） 0.6 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0

歩行器 1.2 1.1 0.4 0.2 0.3 0.3

頭部保持具（児のみ） 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0

排便補助具（児のみ） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

歩行補助つえ 0.4 1.9 0.1 0.8 0.0 0.2

重度障害者用意思伝達装置-文字等走査入力方式 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.3

重度障害者用意思伝達装置-生体現象方式 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

重度障害者用意思伝達装置-その他（入力装置や固定具） 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

合計支給件数 19.7 43.3 9.2 23.7 16.1 48.8

うち障害者手帳未所持の難病患者等への給付件数 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1

うち特例補装具の給付件数 1.8 0.3 0.6 0.2 1.0 0.5
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② 2019年度に初めて申請した/決定した人数（自治体当たりの平均人数） 

 2019年度に初めて申請した/決定した人宇腕は、新規購入者が障害者で 20

人、再支給が 9人、修理が 13人であった。 

 

 

 

③ 借受けの件数（自治体当たりの平均件数） 

 借受けに関しては、いずれの補装具でもほとんど見られず、装具に関して借受

けがわずかにあったのみであった。 

  

障害者 障害児

2019年度に初めて購入申請した人数 20.3 4.9

2019年度に初めて再支給決定した人数 9.5 2.7

2019年度に初めて修理申請した人数 13.4 3.2

件数平均

義肢（完成用部品） 0.00

装具（完成用部品） 0.01

座位保持装置（完成用部品） 0.00

座位保持椅子（児のみ） 0.00

歩行器 0.00

重度障害者用意思伝達装置（本体） 0.00

合計支給件数 0.01

うち障害者手帳未所持の難病患者等への給付件数 0.00
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【支給管理システムにおける課題について】 

自治体からの問い合わせにて、支給に関する管理事務に関して「補装具支給管理シス

テム」を用いている自治体が一定数見られた。補装具費支給管理システムでは、「購

入」における新規と再支給の区別がされていないことから、同システムを導入している

自治体では、アンケートの問 2の新規と再支給を区別してアンケートを回答することが

困難であることが判明した。 

 

出典：自治体向け福祉総合システム「SwanR」 

図 自治体向け補装具費支給管理システムの画面例 

◆自治体からの問い合わせ内容 

 一部の自治体では、システムを用いた支給管理を行っており、支給件数を「購
入」「修理」の 2分類で登録している。 

 今回の設問の購入の内訳の「新規」「再支給」を把握する場合、システム上では
「購入」を「新規」「再支給」の別で出力できないため、申請者の個人申請書類

を特定し、過年度に申請履歴があるかを突合する必要がある。 

 申請者の多い大都市は、個人票の特定作業、突合作業に時間を要するため、「再
支給」の算定が厳しい。「新規」「再支給」の合算値であれば回答することが可

能である。（児と者の違いは算出可能） 

 

◆問い合わせがあった自治体 

70件程度 

 

◆該当する回答欄 

 

 

 

購入（新規※1） 購入（再支給※2） 修理 

障害児 障害者 障害児 障害者 障害児 障害者 

義肢       

装具       

座位保持装置       

視覚障害者安全つえ       

義眼       

眼鏡       

補聴器       

購入の新規と再支給
の区別ができない 
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２.補装具費支給対象者にとって必要な情報の把握 
 

 

2.1 障害当事者に対するアンケート調査による実態把握 
 2.1.1 調査の概要 

調査は、以下の通り実施した。 

 

 調査対象：当該制度情報を得にくい対象層を見出すため、当事者団体を対象とせず、
サンプルとなる４つの自治体へのアプローチによる配布を行い、また併せて障害者

コミュニティ（聴覚障害、視覚障害）に依頼 

 対象自治体を神奈川県川崎市、宮城県仙台市、大阪府大東市・四條畷市とした 

 第一回の検討会の議論において、本調査の目的を踏まえ障害者団体を通じて配
布するより特定の自治体でケーススタディとして配布を行った方が、制度普及

に関する問題意識を持った回答者を抽出できると判断したため。 

 実施期間：2020年 11月 

 調査方法：各自治体の特性に応じて、各専門機関を窓口にアンケート実施を周知し
た。 

 回答方法：郵送またはWebフォームからの回答（視覚障害者用にはテキスト版を

作成して配布した） 

 

 

図 配布したポスター 
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 2.1.2 調査の内容 

・ 補装具費支給制度の利用の有無（利用していない理由） 

・ 制度の利用意向 

・ 制度に関する情報提供の課題（わかりにくかった点） 

  ※調査票は巻末（巻末資料・資料－２）に示す。 
 

 2.1.3 回収枚数 

回収は 321件の方から回答を得た。      表 取得した回答数 

取得した回答数 

321件 

 
表 都道府県別回答数 

都道府県 件数 比率 

大阪府 118 36.8% 

神奈川県 44 13.7% 

宮城県 37 11.5% 

東京都 33 10.3% 

愛知県 18 5.6% 

千葉県 7 2.2% 

埼玉県 7 2.2% 

福井県 6 1.9% 

兵庫県 6 1.9% 

北海道 4 1.2% 

岐阜県 4 1.2% 

石川県 4 1.2% 

山形県 3 0.9% 

福岡県 3 0.9% 

熊本県 3 0.9% 

京都府 3 0.9% 

茨城県 2 0.6% 

新潟県 1 0.3% 

三重県 1 0.3% 

沖縄県 1 0.3% 

長野県 1 0.3% 

香川県 1 0.3% 

その他 1 0.3% 

福島県 1 0.3% 

山口県 1 0.3% 

高知県 1 0.3% 

和歌山県 1 0.3% 

静岡県 1 0.3% 

奈良県 1 0.3% 

滋賀県 1 0.3% 

愛媛県 1 0.3% 

徳島県 1 0.3% 

鹿児島県 1 0.3% 

不明 3 0.9% 

計 321 100.0% 
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 2.1.4 回答者の属性 

 

■回答者の種別（本人/家族等） 

回答者は当事者が最も多く、全体の 6割を占める。 

 

  件数 比率 

障害当事者本人 203 63.2% 

障害当事者の家族 83 25.9% 

障害当事者の介助者 28 8.7% 

その他 8 2.5% 

計 321 100.0% 

 

 

■回答者（または回答代理元の当事者）の年齢 

年齢分布は 50～69歳が最も多く、次いで 30～49歳が多かった。 

 

  件数 比率 

17歳以下 40 12.5% 

18～29歳 29 9.0% 

30～49歳 105 32.7% 

50～69歳 110 34.3% 

70歳以上 36 11.2% 

未回答 1 0.3% 

計 321 100.0% 
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■障害者手帳の有無 

障害者手帳は回答者全体の 9割が所持している。 

 

  件数 比率 

持っている 304 94.7% 

持っていない 15 4.7% 

未回答 2 0.6% 

計 321 100.0% 

 

 

■回答者（または回答代理元の当事者）の障害の種類 

 

＜単純集計＞ 

 障害の種類を延べ人数でみると、肢体不自由が最も多く回答者のうち 55.8％が該

当。次いで聴覚障害が 2割であった。 

 

 

  

※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 

55.8%

26.5%

18.1%

12.5%

4.4%

8.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

肢体不自由

聴覚障害

難病

視覚障害

言語障害

その他障害

（n=321）

回答者 321人の

55.8％が肢体不自由 
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＜組み合わせ別集計＞ 

 複数選択項目であるため、回答者一人当たりの障害を組み合わせ別の集計結果を

みると肢体不自由、聴覚障害、視覚障害単体の次に多いのは、「肢体不自由+難病」

「聴覚障害+難病」の組み合わせが多く見られた。 

  件数 比率 

肢体不自由 123 38.3% 

聴覚障害 58 18.1% 

視覚障害 33 10.3% 

肢体不自由 + 難病 28 8.7% 

聴覚障害+難病 13 4.0% 

その他障害 13 4.0% 

難病 9 2.8% 

肢体不自由+ その他障害 7 2.2% 

肢体不自由+ 言語障害  6 1.9% 

障害無し 5 1.6% 

肢体不自由+聴覚障害 4 1.2% 

聴覚障害+ その他障害 3 0.9% 

肢体不自由+視覚障害 3 0.9% 

肢体不自由+聴覚障害+難病 2 0.6% 

肢体不自由+視覚障害+難病 2 0.6% 

言語障害 2 0.6% 

聴覚障害+言語障害 2 0.6% 

肢体不自由+言語障害+ その他障害 2 0.6% 

聴覚障害+難病+ その他障害 1 0.3% 

肢体不自由+言語障害+ 難病 1 0.3% 

視覚障害+ その他障害 1 0.3% 

視覚障害+聴覚障害 1 0.3% 

聴覚障害+言語障害+ 難病 1 0.3% 

肢体不自由+難病+ その他障害 1 0.3% 

計 321 100.0% 

＜その他障害（自由記述）＞ 

 ダウン症（2件） 

 知的障害（8件） 

 発達障害（2件） 

 高次脳機能障害 

 5ｐ－症候群 

 頸椎損傷 

 ストマ増設 

 チューブリン異常による精神運動発達遅滞 

 てんかん 

 脳性まひ 

 ペースメーカー内部 

 遺伝性運動感覚ニューロパチーⅡ型 

 心臓機能障害 
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＜都道府県別集計＞ 

 大阪府（大東市及び四条畷市）、神奈川県（川崎市）、宮城県（仙台市）にある

団体等を通じた配布が中心であったことから、都道府県別には大阪府の回答が最も

多く、次いで神奈川県、宮城県であった。 

 

 

肢体不自由 聴覚障害 視覚障害 難病 言語障害 その他障害 延べ件数 回答者数

大阪府 80 10 17 13 7 19 146 118

神奈川県 20 8 17 0 1 0 46 44

宮城県 23 3 0 16 2 2 46 37

東京都 14 15 3 7 2 1 42 33

愛知県 5 16 0 2 1 1 25 18

千葉県 2 5 0 1 0 0 8 7

埼玉県 3 3 1 1 0 2 10 7

兵庫県 3 3 0 0 0 1 7 6

福井県 6 0 1 4 0 0 11 6

北海道 2 2 0 1 0 0 5 4

岐阜県 0 4 0 0 0 0 4 4

石川県 4 0 0 1 0 0 5 4

京都府 0 3 0 1 0 0 4 3

山形県 2 1 0 1 0 0 4 3

熊本県 2 1 0 2 0 0 5 3

福岡県 1 2 0 1 0 0 4 3

茨城県 1 1 0 1 0 0 3 2

その他 1 0 0 1 0 0 2 1

三重県 0 1 0 0 0 0 1 1

和歌山県 1 0 0 0 1 0 2 1

奈良県 1 0 0 0 0 0 1 1

山口県 0 1 0 1 0 1 3 1

徳島県 1 1 0 0 0 0 2 1

愛媛県 1 0 0 1 0 0 2 1

新潟県 1 0 0 0 0 0 1 1

沖縄県 0 1 0 0 0 0 1 1

滋賀県 0 1 0 0 0 0 1 1

福島県 0 1 0 0 0 0 1 1

長野県 1 0 0 1 0 0 2 1

静岡県 1 0 0 1 0 0 2 1

香川県 0 1 0 0 0 0 1 1

高知県 1 0 1 0 0 0 2 1

鹿児島県 0 1 0 0 0 0 1 1

計 177 85 40 57 14 27 400 318
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■使用している、または使用したい補装具 

 

＜単純集計＞ 

 車椅子が最も多く、全回答者の 4割弱が使用している、または使用したいと回

答。 

 

※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 

  

37.1%

30.5%

23.7%

18.4%

13.1%

11.2%

10.3%

10.3%

8.1%

7.5%

6.5%

5.6%

5.0%

5.0%

2.5%

2.2%

2.2%

1.9%

0.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

車椅子

装具

補聴器

電動車椅子

歩行補助つえ

座位保持椅子

視覚障害者安全つえ

座位保持装置

重度障害者用意思伝達装置

歩行器

眼鏡

人工内耳用音声信号処理装置

起立保持具

その他

排便補助具

頭部保持具

義眼

義肢

歩行車

（n=321）

回答者 321人の

37.1％が車椅子を使

用または使用したい 
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 2.1.5 制度の認知度 

 

＜全体の傾向＞ 

 申請時にすでに知っていた人が 6割である一方、相談窓口で初めて知ったという

人が 5割近くあった。 

 一方で制度自体知らない人も１割見られた。 

 制度について初めて知った「窓口」は自治体、病院などが挙げられた。 

 

 

※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 
・補装具事業者（7件） 
・覚えていない 
・業者さんが教えてくれた 
・ケアマネ 
・視覚障害者協会/視覚障害者団体 
・自立訓練事業通所 
・こども発達支援センター 
・訪問介護ステーション 
・友人から情報を得た 
・リハセンター 
・相談員  

61.4%

47.4%

10.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

はじめて申請した際に、すでに知っていた

補装具について、相談にいったときに知った

制度自体知らない

（n=321）

回答者 321人の

10.6％は制度自体を

知らない 

お住まいの自

治体, 49, 

31%

病院, 36, 

23%

相談支援セン

ター, 25, 

16%

リハビリテー

ション病院, 

21, 14%

その他, 

21, 13%

更生相談所, 

4, 3%

知ってい

た, 113, 

59%

知らな

かった, 

80, 41%

制度内容や申請方法について知って
いたか？ 

制度を知っている人が制度について知っ
た窓口は？ 

凡例：件数、構成割合 
凡例：件数、構成割合 
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＜障害別の傾向＞ 

「はじめて申請した際に、既に知っていた」と回答した人は、視覚障害で最も多

く、次いで、聴覚障害が最も多く見られた。一方で「制度自体知らない」と回答し

た人は難病、その他障害で多く見られた。 

 

 

・（制度を知っている人のみ）制度内容や申請方法について知っていたか？ 

 聴覚障害の認知率が高い。 

 

  

49.8%
51.8%

58.0%

47.5%
50.0%

42.1%41.7%
38.8% 40.0%

32.8%

50.0%

39.5%

8.5% 9.4%

2.0%

19.7%

0.0%

18.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

はじめて申請した際に、すでに知っていた 補装具について、相談にいったときに知った 制度自体知らない

52.8%

77.3%

60.7%
63.3%

66.7%
64.7%

47.2%

22.7%

39.3%
36.7%

33.3% 35.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

知っていた 知らなかった
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・（制度を知っている人のみ）制度を知っている人が制度について知った窓口は？ 

 視覚障害では、「自治体」が 5割程度を占めるのに対して、難病や言語障害

は「病院」が比較的割合が高い。（サンプル数に留意する必要がある） 

 

 

 

  

17.2%

35.9%

48.0%

25.0%

10.0%

12.5%

25.3%

28.2%

8.0%

45.8%

40.0%

31.3%

20.2%

2.6%

16.0%

4.2%

30.0%

37.5%

23.2%

7.7%

4.0%

8.3%

20.0%

6.3%

9.1%

23.1%

20.0%

12.5%

0.0%

12.5%

5.1%

2.6%

4.0%

4.2%

0.0%

0.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

肢体不自由(n=99）

聴覚障害(n=39）

視覚障害(n=25）

難病(n=24）

言語障害(n=10）

その他障害(n=16）

お住まいの自治体 病院 相談支援センター リハビリテーション病院 その他 更生相談所
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＜使っている・使ってみたい補装具別＞ 

サンプル数に留意する必要があるが、「眼鏡」に関しては、補装具について相談

に行ったときに知った人が、初めて申請をした際に知っていた人を上回っている。 

 

 

  

52.9%

47.1%

51.9%

49.3%

56.4%

51.1%

61.0%

53.7%

63.6%

53.3%

44.4%

0.0%

60.0%

42.1%

62.5%

50.0%

75.0%

83.3%

100.0%

43.9%

43.7%

40.3%

42.5%

38.2%

46.7%

39.0%

43.9%

22.7%

40.0%

48.1%

0.0%

40.0%

42.1%

25.0%

50.0%

25.0%

16.7%

0.0%

3.2%

9.2%

7.8%

8.2%

5.5%

2.2%

0.0%

2.4%

13.6%

6.7%

7.4%

0.0%

0.0%

15.8%

12.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

車椅子(n=155)

装具(n=119)

補聴器(n=77)

電動車椅子(n=73)

歩行補助つえ(n=55)

座位保持椅子(n=45)

視覚障害者安全つえ(n=41)

座位保持装置(n=41)

重度障害者用意思伝達装置(n=22)

歩行器(n=30)

眼鏡(n=27)

人工内耳用音声信号処理装置(n=0)

起立保持具(n=20)

その他(n=19)

排便補助具(n=8)

頭部保持具(n=6)

義眼(n=8)

義肢(n=6)

歩行車(n=1)

はじめて申請した際に、すでに知っていた 補装具について、相談にいったときに知った 制度自体知らない
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 2.1.6 制度の利用状況 

 

＜回答の傾向＞ 

 利用している人が７割に対して、「以前に」利用したことがある人が１割強見ら
れた。 

 以前利用した人が、今利用していない理由は、「希望の補装具が対象ではない」
「手続きが面倒・困難」などが挙げられた。 

 

・以前利用した人がなぜ今利用していないのか？ 

 
※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 

【その他】 
・収入要件で対象外になった 
・収入により利用できない 
・歩行が困難になり、車椅子を利用するようになったから 
・身体障害者手帳発行したので 
・病気が進行したため 
・制度に白杖はあるが、私のほしいタイプの物が対象になく、日点で買う方が種類が選べていいから 

利用してい

る, 230, 73%

利用したこと

がない, 44, 

14%

以前利用し

たことがあ

る, 42, 13%

（n=321）

31.0%

26.2%

21.4%

21.4%

9.5%

4.8%

16.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

希望の補装具が対象ではない

申請手続きが面倒、困難

自費購入した

使わなくなった

費用負担が気になる

他制度（介護保険等）の対象となった

その他

（n=42）

（次頁） 
・ 誰が申請した
か？ 

・ わからなかっ
た情報は？ 

（次頁） 
今後利用した
いか？ 

凡例：件数、構成割合 
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■現在利用している人(以前利用していた人)、誰が申請したか？ 

 当事者本人が申請したと回答した人が 5割、家族が申請したと回答した人は

4割であった。 

 

 

■現在利用している人(以前利用していた人)が当初わからなかった情報は？ 

 回答者の 4割が「制度全体の仕組み」や「費用にかかる事項」と回答。 

 

※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 
【その他】 
・修理の場合の手続き、医師の適用診断書というのが必要である 
・支給対象器具選定の基準、適切に見直しが行われているか？ 
・社会生活に、必要な義肢にも関わらず、前例がないからと支給されないケースが理解できない 

  

障害当事者

本人, 136, 

50%障害当事者

の家族, 

115, 42%

代行者（病

院のケース

ワーカー、

作業療法

士、理学療

法士など）, 

16, 6%

わからな

い・忘れた, 

4, 2%

（n=272）

46.0%

43.4%

36.8%

33.5%

35.3%

32.0%

33.1%

26.8%

28.7%

32.0%

22.4%

16.2%

4.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

制度全体の仕組み

給付額、自己負担額等の費用にかかる事項

作り替えの時期の取扱い

補装具に不具合が出た場合の取扱い

支給決定の仕組み

修理の場合の手続き

購入の場合の手続き

申請対象者の要件

障害が進行した場合の取扱い

対象補装具

利用者が成長した場合の取扱い

借受けの場合の手続き

その他
（n=272）

凡例：件数、構成割合 
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■利用したことがない人は今後利用したいか？ 

 利用したことがない人のうち 7割は「利用したい」と回答 

 

 
 
■利用したいのに、現在利用できない理由は？ 

 「利用方法がわからない」が最も多い。 

 

 
※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 

【その他】 
・期限がよくわからなかった 
・この調査で今回初めて制度の事を知る 
・現状は必要ないが、先にしたい 
・申請予定 
・対象の基準外のため 
・今は医療装具を使用できるため 

 

  

利用した

い, 34, 

77%

利用する

必要はな

い, 8, 18%

わからな

い, 2, 5%

（n=44）

44.1%

26.5%

23.5%

20.6%

20.6%

11.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

利用方法がわからない

費用負担が気になる

その他

申請手続きが面倒

希望の製品が対象ではない

誰に相談したらよいのかわからない

（n=34）

凡例：件数、構成割合 
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■前項で「申請手続きが面倒」と回答した人の利用希望補装具 

 歩行補助つえ、装具が上位にあり、次いで補聴器、電動車椅子、眼鏡が挙が
っていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＜障害別の傾向＞ 

 その他の障害は、「利用している人」と「利用したことがない人」が 40％程度で

ある。また、聴覚障害に関しては、「以前利用したことがある」人が他の障害と比

べるとやや多い。 

 

 
 
 
 

77.4%

68.2%

81.6%

73.2%

78.6%

46.4%

13.0% 11.8%
7.9%

16.1%

7.1%

46.4%

9.6%

20.0%

10.5% 10.7%
14.3%

7.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

利用している 利用したことがない 以前利用したことがある

2

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

その他

車椅子

視覚障害者安全つえ

義眼

義肢

重度障害者用意思伝達装置

眼鏡

電動車椅子

補聴器

装具

歩行補助つえ

N=19
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■以前利用した人がなぜ今利用していないのか？ 

 障害別に「以前利用した人」はサンプル数が少ないために留意する必要があ
るが、聴覚障害者は「希望の補装具が対象ではない」と回答した人が最も多

かったのに対して、肢体不自由者は「手続きが面倒」「使わなくなった」と

回答した人が多めの結果であった。 

 

※サンプル数が少ないために実数表記 

 

■現在利用している人(以前利用していた人)、誰が申請したか？ 

 聴覚障害者・視覚障害者は「本人」と回答した人が最も多かったのに対し
て、肢体不自由者・言語障害・その他の障害を持つ人は「家族」と回答した

人が多めの結果であった。 

 

 

 

 

 

 

 

肢体不自由 聴覚障害 視覚障害 難病 言語障害 その他障害 延べ件数

希望の補装具が対象ではない 2 11 0 2 1 1 17

申請手続きが面倒、困難 5 5 1 3 0 0 14

自費購入した 4 3 0 1 2 1 11

使わなくなった 5 2 0 2 0 0 9

費用負担が気になる 2 2 0 0 0 0 4

他制度（介護保険等）の対象となった 2 1 0 0 0 0 3

その他 2 1 3 3 0 0 9

延べ件数 22 25 4 11 3 2 67

32.9%

88.0%

65.7%

45.3%

23.1%

15.8%

57.2%

12.0%

22.9%

43.4%

76.9%

63.2%

7.9%

0.0%

8.6%
11.3%

0.0%

21.1%

2.0%
0.0%

2.9%
0.0% 0.0% 0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

肢体不自由(n=152） 聴覚障害(n=75） 視覚障害(n=35） 難病(n=53） 言語障害(n=13） その他障害(n=19）

障害当事者本人 障害当事者の家族 代行者（病院のケースワーカー、作業療法士、理学療法士など） わからない・忘れた
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■現在利用している人(以前利用していた人)が当初わからなかった情報は？ 

 肢体不自由・視覚障害では「制度全体の仕組み」が最も多く、聴覚障害では
「給付額、自己負担額等の費用にかかる事項」、難病ではいずれの項目もわ

からないと回答した人が多い。言語障害では「作り替えの時期」がもっとも

わからないと回答した人が多かった。 

 
※選択肢が多いために表形式で表記 

 
■利用したことがない人は今後利用したいか？ 

 サンプル数に留意する必要があるが、いずれの障害でも「利用したい」と回
答した人が最も多かった。 

 

※サンプル数が少ないために実数表記 

 

■利用したいのに、現在利用できない理由は？ 

 肢体不自由・聴覚障害で「利用方法が分からない」が最も多かった。 

 

※サンプル数が少ないために実数表記 

 
 
 
 
■前項で「申請手続きが面倒」と回答した人の利用希望補装具 

肢体不自由 聴覚障害 視覚障害 難病 言語障害 その他障害 延べ計

制度全体の仕組み 12.0% 9.9% 18.4% 9.7% 15.0% 15.8% 166

給付額、自己負担額等の費用にかかる事項 9.5% 16.0% 12.2% 10.1% 10.0% 8.8% 154

作り替えの時期の取扱い 10.7% 5.8% 6.1% 9.4% 20.0% 8.8% 137

補装具に不具合が出た場合の取扱い 8.8% 8.6% 8.2% 8.0% 5.0% 10.5% 122

支給決定の仕組み 8.4% 11.1% 8.2% 10.4% 5.0% 8.8% 131

修理の場合の手続き 7.6% 9.9% 8.2% 6.3% 7.5% 10.5% 112

購入の場合の手続き 8.5% 8.6% 10.2% 7.6% 10.0% 7.0% 120

申請対象者の要件 6.7% 7.4% 8.2% 7.3% 5.0% 5.3% 98

障害が進行した場合の取扱い 8.1% 5.3% 4.1% 9.7% 10.0% 5.3% 111

対象補装具 7.2% 11.5% 6.1% 8.0% 5.0% 7.0% 114

利用者が成長した場合の取扱い 7.1% 2.5% 4.1% 7.3% 2.5% 5.3% 86

借受けの場合の手続き 4.7% 1.2% 4.1% 4.2% 5.0% 7.0% 58

その他 0.9% 2.1% 2.0% 2.1% 0.0% 0.0% 19

延べ計 751 243 49 288 40 57 1,428

肢体不自由 聴覚障害 視覚障害 難病 言語障害 その他障害 延べ計

利用したい 18 10 2 5 1 6 42

利用する必要はない 4 0 1 0 0 4 9

わからない 1 0 1 0 0 0 2

延べ計 23 10 4 5 1 10 53

肢体不自由聴覚障害 視覚障害 難病 言語障害 その他障害延べ件数

利用方法がわからない 9 4 0 1 0 2 16

費用負担が気になる 3 3 0 1 1 2 10

その他 3 3 2 1 0 3 12

申請手続きが面倒 5 2 0 1 0 1 9

希望の製品が対象ではない 3 2 0 1 0 1 7

誰に相談したらよいのかわからない 2 0 0 1 0 0 3

延べ計 25 14 2 6 1 9 57
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 装具が最も多く、次いで補聴器が挙げられた。 

 

  

2

1

1

1

1

1

2

2

2

3

3

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

その他

車椅子

視覚障害者安全つえ

義眼

義肢

重度障害者用意思伝達装置

眼鏡

電動車椅子

補聴器

装具

歩行補助つえ

N=19
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 2.1.7 制度の情報を見たことや説明を受けた経験 

 

＜回答の傾向＞ 

 見たことがある人が 6割である一方、見たことがない人も 2割程度見られた。 

 

 

 
・どんな情報か？ 

 制度の情報を見たことがある（説明を受けた）ことがある回答者のうち 8割

は「担当者の説明」により情報を得ている。また、「ホームページ情報」よ

りも「パンフレット」の方が多く挙げられている。 

 

※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 

 

見た（説明

を受けた）こ

とがある, 

192, 60%

見た（説明

を受けた）こ

とがない, 

85, 26%

わからない, 

39, 12%

未回答, 5, 

2%

（n=321）

81.3%

32.3%

22.4%

13.5%

9.4%

2.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

担当者の説明

パンフレット

自治体のホームページ

補装具業者のホームページ

厚生労働省のホームページ

その他の情報

（n=192）

（次頁） 

・ 説明者は？ 

（次頁） 

・ 入手場所は？ 

その他内訳： 

・制度のしおり 

凡例：件数、構成割合 
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・説明をしてくれた人は？ 

 「担当者の説明」と回答した人が、誰から説明を受けたかをみると、自治体
担当者が最も多く、次いで補装具事業者である。 

 
※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 

 
・パンフレットの入手場所は？ 

 「パンフレット」と回答した人は、住んでいる自治体でパンフレットを入手
した人が最も多く、次いで病院、リハビリテーション病院が多い。 

 

 

※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 

  

48.1%

40.4%

22.4%

10.3%

9.6%

3.2%

2.6%

1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

自治体担当者

補装具事業者

作業療法士、理学療法士、言語聴覚療法士

ケースワーカー

相談支援専門員

更生相談所職員

わからない

その他

（n=156）

53.2%

19.4%

12.9%

9.7%

6.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

お住まいの自治体

病院

リハビリテーション病院

相談支援センター

その他

（n=62）

その他内訳： 

・医療ソーシャルワーカー 

・知人からの説明 

・障害者団体などの説明や、福祉機

器展などでの説明 

・盲学校 

・県視覚障害者団体による説明会 

その他内訳： 

・補聴器店、難聴者協会 

・知人 
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 2.1.8 制度利用について相談したいタイミング 

 

＜回答の傾向＞ 

 制度利用について相談したいタイミングは「医師によって舗装具を使用すべきと
診断されたとき」が５割にのぼる。 

 その他(14%)は、補装具の故障時や買い替え時、補装具を必要と感じた時、補

装具が合わなくなった時、引っ越しをした時などが挙げられた。 

 

※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 
【その他】 
・今、使用している医療装具を作り替えたとき 
・今の装具が合わない時 
・車椅子乗換時 
・子供が成長して、車椅子などが小さくなった時 
・困った時（体調が悪い、体の自由がきかなくなった時） 
・自己判断                      ・自分自身で思ったから 
・補装具が必要と判断された（作らなければならない）時、医師によらず 
・引越後                    
・現在使っている補聴器が壊れて修理不能になったとき 
・現在遮光眼鏡を利用していますが、遮光眼鏡の存在を知ったのは眼鏡屋です。 
・今所有の物の耐用年数が来たとき           ・作り替え時 
・使用している白杖が、もうそろそろ替え時かなと思ったとき自主判断で日点に買いに行っている。 
・自治体への身体障害者手帳の申請時,補装具が壊れたなど 
・自分が必要だと生活の中で感じたとき         ・自分で身体的変化を感じた時 
・自分で必要と判断した時               ・自分や家族が生活の中で必要だと感じた時 
・傷害が重くなってきているとき 
・障害者手帳の写真を変更した際、ついでに聞いた 
・進路先を決めている時 
・生活に困り事ができ、補装具で解決できそうな時 
・生活上困った時、リハビリの先生に勧められた時 
・退院前                       ・店のスタッフから聞いた時 
・買い替え時                     ・聞こえなくなった時 
・補装具の買い替え時                 ・補聴器が故障した時 
・補聴器が故障した時など               ・補聴器を新しくかえるとき 
・補聴器屋                      ・利用した方がいいと自覚したとき 

56.1%

25.2%

16.8%

14.6%

4.0%

3.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

医師によって補装具を使用すべきと診断されたとき

自治体への身体障害者手帳の申請時

相談支援センターにおける利用計画相談時

その他

医療機関を利用したときや退院のとき

更生相談所における来所相談時

（n=321）
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 2.1.9 制度についての情報提供の問題点 

 

＜回答の傾向＞ 

 制度についての情報提供の問題点は「知りたい情報が適切に提供されていない」
が５割にのぼる。 

 その他の内訳をみると「自治体によって対応が異なる」や「十分な一通りの説明
やリーフレット等がなく、人によっては理解や解釈が違う」点も問題点として挙

げられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 
 

【その他】 
・18歳(障害者)に達すると補装具費支給が「児」の時のように支給がされない。支給が難しくなると聞い
ています。 
・一般に情報が開示されていない             ・相談する必要がない 
・手続きが分からないところがありすぎる         ・理解できている 
・完成用部品となっているのに、支給しないこと      ・現在、活用できない状況なので 
・行政は申請主義。情報は自分で調べないと教えてもらえない。 
・市区町村の障害福祉課の担当者でも細かい対象がよく分かっていなくてこまった 
・自己負担割合が多い                  ・自治体によって対応が異なる 
・自治体によって対応が違うので国で統一してほしい 
・自分の購入したい補装具が対象となるのかが曖昧である。 
・自分の聴力に合わせた補聴器が必要なのに、古いポケット型補聴器で聞き取りの調査をする意味が分から
ない。 
・社会モデル基準になって無い 
・十分な一通りの説明やリーフレット等がなく、人によっては理解や解釈が違う 
・所得制限の基準がわかりにくい 
・上記は全て問題と考えています。眼科医が紹介する「スマートサイト」の普及をもっとすべきであると考
えます。以前を思い出すと、何が何だかわからないので、しかるべき時に説明をされることが必要だと感
じています。医療機関と福祉制度利用に関して、取り次ぎ役を果たすべき眼科医、病院が視覚障害リハビ
リテーションについて関心を持って対応していただきたいと考えます。 
・情報が入らない 
・申請時、役所に担当の態度が悪い、理解のない言葉をかけられた 
・積極的に活用する姿勢が行政にない。          ・窓口によっては回答が異なる 

52.3%

40.5%

33.3%

20.2%

19.6%

9.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

知りたい情報が適切に提供されていない

情報がわかりにくく理解できない

どこから情報が提供されているかわからない

相談窓口がわからない

適切な手段で情報が提供されていない

その他

（n=321）
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 2.1.10 有効な情報提供手段 

 

＜回答の傾向＞ 

 6割の人がホームページの記載が有効と回答、また、紙媒体に関して有効である

と考える人も 5割程度存在する。 

 その他の回答では「ケアマネや身近な支援者からの情報提供」といった人づての
情報も有効であるとの回答も見られた。 

 

 
※％の分母は回答者数。複数選択のため、合計が 100％を超過する。 

 
【その他】 
・音声媒体提供                  ・学校や支援センターで案内してほしい 
・ケアマネージャーさんがその都度、教えてくれる  ・ケアマネや身近な支援者からの情報提供 
・個別の説明                   ・電話等の窓口の設置 
・どっちみちいろいろ申請せねばならず、そのさいに窓口で 
・どれもめんどくさくてわらない          ・必要な時に個人的に説明を受ける 
・病院 Dr、理学療法士、施設や市の職員       ・ラジオ等、TVのニュースで聞く 
・わざわざ自分からは調べない。周知してくれる身近な人がいるとよい。必要な時に情報提供してくれれ
ば、それは業者さんでも良いと思う 
・各自治発行の広報、関係者団体への説明会     ・個別質問による情報提供 
・自治体への問い合わせ時             ・自治体担当者からのわかりやすい説明 
・障害者ハンドバック 
・障害福祉課の担当者がもっと専門性を持ってほしい。 
・上記は全て必要と考えます。更にメールマガジンの配信のようなものもあると良いと思います。 
・制度活用により、QOL向上と医療関連費の削減が地域にとって利益になるまでの試算研究 
・窓口担当者からの詳細な説明 
・知識がないと行動に移せてない。ホームページも検索頻度が少なく見逃してしまうこともある。 
・当事者団体の協力 
・病院医師や療法士 
・補装具専門担当職員からの説明。市役所の福祉担当者からの説明。 

  

58.9%

47.0%

24.9%

9.3%

6.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

ホームページへの掲載

リーフレットなどの紙媒体

説明会の実施

その他

点字リーフレット

（n=321）
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 2.1.11「補装具費支給制度」に関する情報提供について自由意見 

 

 ＜回答の傾向＞ 

 自由記述の回答の傾向として以下の項目に集約される。 

・提供すべき情報内容 

・情報の表現 

・情報の発信方法 

・自治体に対する要望 

・制度に対する要望 

 
項目 自由意見 

提供すべき情

報内容 

申請して作るまでに半年位かかることがザラにあるのでそういった逆算していつ作れ

ばいいみたいな目安がほしい。 

知らなかった。情報について、知らなかったことが多すぎる。支援センターでの情報

がほとんどで役所にはあまり行かない。購入もライトハウスでしていた。 

とにかく分かりにくい。情報が少ない 

情報の表現 分かりやすく、伝えて欲しい。 

補装具費支給制度の算定基準等の解釈が大阪府、市役所、厚生労働省の職員によって

差があり、正しく支給されない案件があった。改正された内容や、Q＆Aなど、当事

者も情報が簡単に得られる場があれば良いと思う。 

制度が分かりにくく、高齢者だけでは手続きができなかった。「持続吸引機アモレ」

は対象になるかわからずに、時間がなくて自費購入しました。専門の知識がある人は

田舎には少なくて、情報が乏しくインターネットが使えない高齢者にはつらい。 

わかりにくいです。 

情報の発信方

法 

ホームページ上で調べる際、適用外であることを知れる逆引きフィルター機能が欲し

い 

介護保険と補装具支給制度の違いをリハビリ病院にいるときに説明して欲しかった。 

自身の回りでこの制度利用しいてる方に会わないのでなかなか情報を知るまでに時間

がかかっている 

制度詳細を知らないことにより利用を遠慮している方もいらっしゃると思うので、適

切な情報提供および必要な方への利用の促進をお願いしたいです。 

私は肢体不自由者です。同じ障害者の交流する会があり、仲間同士で色々と情報交換

する機会があり、生活に役立てていますが、多様な障害者が情報不足にならない様、

定期的の情報発信の方法が必要と思います。 

病院で初めて補装具を装着するので、そこで初めて制度を知るので、その時に時間が

かかる制度と思いますが、制度について話してもらう。家に帰っても読まないことが

多いと思うので、ひと通り読んでもらって仮装具時にわからないことがあれば聞く。 

普段の身体状況を分かっている身近な支援者から適切なタイミングで情報提供が欲し

い。 

パンフレットの提供（制度についてのパンフレットが手に取りやすい場所（病院等）

にあったらよいということ） 

補装具が必要になる前（困る前、元気に暮らしている時）からこういう制度があると

いうことがもっと広まっているとよいとおもう 

もっと誰でもできるようにしてほしい。わかりにくいので、もっと分かるようにして

ほしい。 

その人の状況・状態にあった情報を適切な媒体で渡すことが必要です。例えばメール

マガジンのように登録することで情報が来るような仕組みが必要だと思います。ま

た、スマートサイトのように紹介する仕組みが有効に働けば必要な時期に必要な補装
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項目 自由意見 

具が取得できると思います。 

ＨＰとかは知っている人が調べに行くには有効ですが、知らない人には難しいので、

入手しやすくするためにメール配信などは有効だと思います。 

病院で障害が、決定した時やリハビリ開始したとき。福祉部署での丁寧な説明、音声

情報カタログなどがあるとよい 

視覚障害者では みんなが点字ができるわけではないので 点字媒体のほかに 音声

によるものや 拡大文字が必要。ホームページもみんなが音声パソコンの操作に慣れ

ているわけではないので  いずれの媒体も> それだけで十分とはならない。多様性

のある対応が必要です。 

自治体に対す

る要望 

役所担当者への勉強会実施、本人が相談しても、担当の心無い言葉で申請を諦めるこ

とがあるため 

負担金額、相談窓口不明だ！ 

状況に応じた適正利用されていなく、必要なのに使用できない現状があり、現場の理

解度を深め適切に対応して頂きたい。 

療育園などの施設にいれば、どんな補装具があるのか、必要なのかのアドバイスを専

門の人から貰えるし、手続きも手伝ってくれたりするが、施設を出てから誰にアドバ

イスを貰えば良いのか分からない。 

手帳申請はとても精神的につらいことです。でも、前を向いて、頑張っていこうと思

えるのは、申請の時に対応してくれる方の言葉だと思います。この様な制度に対して

も、丁寧にわかりやすくしていただけるだけで、きっと”一人じゃない、支えてもらっ

ている”と思え、前向きに家族も本人も頑張れると思います。お仕事大変だと思います

が、少しのひと手間をかけてもらえるといいなと思います。 

県による市町村職員への頻繁な研修等が必用、いちばん身近な市町村職員が知らなす

ぎる。 

障害者手帳を取得するに該当すると最初に判断するのは医師なので、そのような医師

すべてに「補装具費支給制度」というものがあることを必ず当事者に説明するよう行

政からの指導を徹底してほしい。（私は初めて補聴器を買ったときはそのような制度

があることを知らずに全額自費で買ってしまいました） 

この根拠法令等（法律・政令・規則・通達＜公表しかわからないが＞等）は、一つの

文言の筈なのに、特にガイドラインらしいものがあって、市町村の窓口の担当者（コ

ロコロ替るが）は、その Q&Aや指示書的なものだけを見て、深く理解していない様

で、そこから回答を頂いても一回では信用できずに、自分で法令等を読み込んだりし

てしまうので、もっと深く理解している方の根本からの指導や回答を頂きたい。 

行政は、こちらから伺ないと教えてくれない。体の重い人は、役所に行く機会が少な

い、情報を得ることが少ない。私たち、仙台ポリオの会は、会の事業としていろいろ

な情報交換を行い、共用を図っております。|補装具にしろどういう制度なのか、次の

会合でお知らせしたいと思います。 

加齢とともに身体の機能が衰えたり変化したりします。|慣例と称して今迄の補装具な

ど、時が進むに従ってしまう事を理解し補装具申請をし易いようにして欲しいもので

す。 

ホームページや紙媒体での情報提供があったとしても、その存在自体の情報が入って

こない場合があるので、説明会を実施してもらい、直接説明を受けたい。 

道路の段差が割れたり、ひびが入った際に、役所に電話をして直してもらっても自分

の思っている通りに直してもらえない。なので、実際に車椅子に乗って、どんな感じ

か体験してほしい。 

色々な場所で説明会を実施してもらいたい 

使用したが未成年だったので、今後利用したいときに、円滑に利用できるようにして

ほしい 
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項目 自由意見 

区役所などが定期的に説明会を持つことや、区役所職員がもっと勉強して適切にこた

えて欲しい、また、障害当事者や家族に必要なものをきちんと知らせる手段を創って

欲しい。 

障害者手帳を受けたとき、ひととおりの説明がなされると助かる。その時資料提供を

されると助かる。 

障害者手帳申請時の行政担当者からの情報提供不足を感じる 

制度に対する

要望 

制度の存在だけでなく、細かい条件があるのが分かりにくい上にニーズに合っていな

いように思う。 

支給額が低く使える補聴器が無い 

補聴器の性能が上がるに伴い値段も上がるわけだが、給付額は変わらない。給付額内

で、となると現在 1つしか選べない状態で困る。 

補聴器は今は何十万もかかるというのに助成費の上限が低すぎる。それに対して FAX

機器は 1万程度で購入できるのに助成額の上限がそれをはるかに超えている。改めて

価格などの現状を調査した上で、支給金制度を再考していただきたい。 

耳穴式補聴器が必要とするのに支給が認められず、耳かけ式だけ認める判断がおかし

い 

支給制度があっても、支給額の対象補装具(補聴器)を使う人の割合は少なくて、殆ど

が適用の補聴器に差額を払って購入しているのが現状。適用補装具の支給額が 20年

以上変わっていないのに、適用補装具の値段が 3-5倍以上になっている。その差を埋

めないと本当に必要で使える補装具が買えないし、使えない補装具を無理に使っても

意味がない。ないよりはマシと我慢はしているが…。 

最新の補聴器も対象になると有りがたいですが、対象外のものは自費購入しておりま

す。 

補聴器を補装具支給制度に利用させていただきましたが、聞こえがダウンしたため、

聞こえに合う補聴器がもうないと言われました。そんな時に最後の砦として、人工内

耳を装用しました。しかし、この人工内耳については、どうして補装具対象に入らな

いのでしょうか？聞こえが悪く人工内耳がなければ会話もできません。でも、仕事が

嘱託社員のため、十分な収入がありません。なので、今の機器を大事に 15年間ずっ

とつかっています。補助金いただけないでしょうか？ 

両耳必要な場合も認めてほしい 

補聴器は現制度では、5年毎に更新できるが、その間に急激に聴力が低下した場合に

も補聴器の作り替えに対して補助金や再支給などの対応に関する情報があるといい。 

障害の程度で支給されない等級もあり、全等級に支給できるよう緩和して欲しい。 

自治体レベルで支給の可否の差がある。 

手帳が無いレベルの障害を持った人にも適切な器具を提供してほしい。 

車椅子の乗り換え年数が長くなったが、申請時にしか知らされないので、困る。 

申請や判定を簡略化していただきたい 

補聴器は両耳標準にすべき．支給基準のハードルを下げるべきが基本はおかしい、 

情報が届きにくい人がいるので、あらゆる場所に知るきっかけがあってほしい 

結局、納税しても基準以上の所得割りだと対象にならない。公平に見えて全く不公平

だと思う。 

ムリに作り替える必要はないが、作り替え期間を過ぎたまま放置して、破損する危険

のある使用を放置しているのは作為の不作為です。 

なぜ、最低限の生活に合わせた補装具を支給しようとするのか？もっと生活や仕事な

どの面での評価ぎ必要だと考える。 

短下肢装具は 1年に 1足しか作れず、毎日長時間履くので作り替えの時期には本当に

ボロボロになります。健常児のきょうだいは数ヶ月で買い替えています。劣化したら

気軽に作り替えられるようにして欲しい。また、デザインがどうアレンジしてもカッ

コ良くはならないので、大手メーカーなどとコラボしてカッコいい装具を作れるよう

に国からも働きかけてほしい。 
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項目 自由意見 

補聴器の申請がもっと柔軟に対応して欲しい。聞こえ方は人それぞれ違うので、補聴

器は本人が聞いて確認して好きな補聴器を決めるシステムに変えて欲しい。 

健聴の家族と同居していると、支給されない。一人になる時も多い主婦など、支給条

件を個人対象にして頂きたい。 

意思伝達装置：本人の使い勝手や、障害の内容の補完可能な機種の選定をさせてほし

い。 

障害種別での級数での支給を、障害があり必要なら軽い級数でも支給されるようにし

てほしい。 

自分にあったものがない。レンタルだから改造ができない。 

どこの店の商品でも使えるようにしてほしい。 

・つえ等、所得によって金額が違うが、障害程度に対して同等にしてほしい。 

・破損にも対応してほしい 

杖が破損してからすぐに用具が手元に来るようにしてほしい。制度上で何年までは支

給はできないという辺りを何とかならないかと思っています。 

補装具費支給制度が各市町村や県によって差があるのが不思議です。必要な人に必要

な補装具を支給して欲しいです。 

手帳が必要な要件になっているが、手帳自体の基準が補装具が必要な方を補っていな

いと感じる。また、補聴器や人工内耳の電池はかなり費用がかかり負担に感じている 

支給額が低いため差額費用が必要特に補聴器は耳かけ又は携帯型で耳穴は高価なので

補助の意味が乏しいと感じます。現状の倍は必要と思う。 

いちいち市役所に相談に行かなければならないのが面倒だと思います。また、価格の

安い物ならば、手続きの面倒さを考えると、自費で購入した方が楽だという気持ちに

もなります。 

所得の関係で活用できなくなっているが、退職後、該当するようになった場合には、

自分で調べて必要な時には使いたい。かつて、この制度は所得にかかわらず使用でき

る制度であったが、現在は所得による制限のある制度になっている。ただし、所得に

よって使えない当事者に対しても更生相談所での専門的知見からのアドバイスが活用

できるようになるべきだと強く思う。 

子供の補装具のレンタル制度があって欲しい。必要になった時に、すぐ手元に欲しい

が、作るのに時間がかかる。その間にも子供は成長していく。一時的に利用したかっ

たり、試しに使ってみてから補装具を申請したい場合もある。1年程度で不要になる

場合もある為、レンタル制度があった方が財源の節約にもなると思う。 

世帯収入じゃなく、個人の収入で負担額を決めてほしい 

点字機を補装具として認めて欲しい 

自分がほしいタイプの白杖が、給付されるようにしてほしい。 
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2.2 自治体に対するアンケート調査による実態把握 
 2.2.1 調査の概要 

調査は、「１.補装具費支給の実態把握」で示した通り、以下の内容で実施した。 

 

（再掲） 

 調査対象：全国 1,788自治体を対象 ※東京 23区含む、政令市は 1つ 

 実施期間：2020年 10月 6日～2020年 10月 28日 

 調査方法：郵送により自治体窓口に発送、Webまたは郵送、メールにより回収 

 

 2.2.2 調査の結果・分析 

 

■支給制度に係る担当職員の方の人数 

＜単純集計＞ 

 全国の自治体の当該制度に係る平均対応人数は、3.07人であった。人数別件数で

みると 1人と回答した自治体が最も多い。 

 

平均対応人数 3.07 人 

1人～ 629 件 

2人～ 426 件 

5人～ 84 件 

10人～ 14 件 

20人～ 5 件 

 

＜自治体人口規模別集計＞ 

 人口規模別に平均対応人数をみると全国の自治体の当該制度に係る平均対応人数

は、2.24人であった。人数別件数でみると 1人と回答した自治体が最も多い。 

 

人口規模 平均対応人数 

1万人未満 1.4 

1万人以上 5人万未満 1.8 

5万人以上 10万人未満 2.3 

10万人以上 20万人未満 3.2 

20万人以上 18.7  
 対応人数構成をみると、人口規模が大きくなるにつれ、対応人数は多くなる。一

方で、人口 20万人以上の自治体でも、最も多い対応人数は 2人であることから、対

応が特定の職員に集中していることが伺える。 
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＜担当者が不在の場合の対応（自由記述）＞ 

【主な意見】 

 連絡先を聞いて後日対応 

 申請書のみ受領、後日担当者が対応 

 マニュアルを作成して別の職員が対応 

 必要書類を渡して担当職員が後日対応 

 前任の職員が対応 

 常時詳しい職員を配置して対応できる体制にしている 
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1人～ 2人～ 5人～ 10人～ 20人～ 未回答
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■制度について申請者に分かりやすく伝えるために活用しているツールや工夫している事 

 

＜単純集計＞ 

最も多いのは「特に使っていない」であり、全回答の 40％を占める。次いで「自

治体で作成した障害福祉制度全般に関する「障害者福祉の手引き」等の冊子やホー

ムページ」が 4割程度である。 

 

 件数 割合 

①特に使っていない 477 40.3% 

②自治体のホームページに掲載している当該制度
に関する解説ページ 

155 13.1% 

③自治体で作成した当該制度に関するリーフレッ
ト 

104 8.8% 

④自治体で作成した障害福祉制度全般に関する
「障害者福祉の手引き」等の冊子やホームページ 

495 41.8% 

⑤更生相談所で作成した説明ツール（リーフレッ
ト）を活用 

107 9.0% 

⑥補装具メーカーや販売代理店の解説資料を使用 77 6.5% 

⑦その他のツール 64 5.4% 

計(延べ件数) 1,479 125.0% 

回答自治体件計 1,183 100.0% 
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＜その他活用しているツール＞ 

その他自由記述によるツールでは以下の通り、「職員向けツール」「テクノエイ

ド作成ガイド」「市民向けツール」などが挙げられた。 

 
■：職員向けツール ■：テクノエイド作成ガイド ■：市民向けツール  
・厚生労働省 HP内の補装具費支給制度を活用している。・相談があれば更生相談所と連
携して対応している。 
更生相談所が作成した手引き(市町村担当職員用)を利用し、必要に応じて申請者に見せな
がら説明している。 

更生相談所作成 補装具費支給事務処理の手引き等を参考に説明している。 

支給決定までの流れや、次にして頂くこと等、対象者の人がやるべきことを明確にするた
めに説明している。また、業者との連絡を取り、やりとりがスムーズにいくように心がけ
ている。 

障がい者ガイドブック内で補装具についての説明があります。 

申請・決定・支払までの流れについては簡単にまとめたプリントを渡して説明している。 

申請者と会話し、資料の内容を簡潔に説明する。 

申請に必要なものを簡単にまとめた書面を申請書類とともにお渡ししている。申請者の状
況(新規、再申請、修理等に合わせ、その書面に追記や削除を行っている。 
身体障害者手帳交付時に、利用できる制度の一覧表と、町の福祉ガイドブックを渡してい
る。 
すでに病院等で案内済の方が多いが、手続きから給付までの流れや所要時間等を分かりや
すく口頭で説明している。 

装具毎の受付方法をまとめることで、担当者以外でも対応ができるようにしている。 

担当が業務を円滑に行うために作成・修正しているマニュアルがある。 

聴覚障害者に対して手話通訳者を入れたり、iPadで連絡をとったりしている。 

聴覚障害の申請時、補聴器の購入について声かけをしている。 

「補装具費支給事務ガイドブック」を活用し、説明。 

テクノエイド 補装具費支給事務ガイドブック等をみながら制度の概要伝えています。 

テクノエイド協会が出版した補装具支給事務ガイドブックを活用している。 

テクノエイド協会発行の補装具費支給事務ガイドブックを使用 

府で作成しているマニュアル・公益財団法人テクノエイド協会の補装具費支給事務ガイド
ブックなどを参考にしている。 

補装具費支給事務ガイドブック(テクノエイド協会)を使用 

手帳交付時に対象となる場合必ず案内 

手帳交付の際、必要と見込まれる人には個別に声がけをする。 

県が発行する「補装具の手引き」等を参考に分かりやすい説明に努めている。 

補装具の案内チラシ「補装具費を申請する方へ」 

補装具の種別ごとに分けて作成している早見表を活用している。 

補装具は専門的なことが多く、また個人差が大きいため、具体的な要望は業社とのやりと
りをお願いしている。 

町の広報紙で掲載。 

市のホームページに当課で作成した障害福祉のしおり「明日に向って」の資料があり、ダ
ウンロード可能 
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＜自治体人口規模別集計＞ 

人口規模が 1万人未満の自治体の約 6割が、普及促進のためのツールを「特に使

っていない」と回答。一方で 5万人以上の自治体では 4～5割近くが「自治体で作成

した「障害者福祉の手引き」等の冊子やホームページ」を活用している。 
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⑤更生相談所で作成した説明ツール（リーフレット）を活用

⑥補装具メーカーや販売代理店の解説資料を使用

⑦その他のツール
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■説明ツールの提供 

208件の自治体からツールの提供を受けた。ツールのタイトルは以下の通り。 

 

（順不同） 
NO 都道府県 市区町村 自治体独自に作っているツールのタイトル 

1 栃木県 壬生町 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方へ 

2 滋賀県 長浜市 
1:障害者手帳で義肢・装具を作るための知っとくポイント 
2:補装具の申請に必要なもの 

3 岩手県 盛岡市 補装具費（補聴器）の申請について 
4 愛媛県 四国中央市 補装具費（購入・借受け・修理）の支給 
5 茨城県 那珂市 補装具費の支給 
6 福島県 田村市 補装具費 
7 沖縄県 浦添市 浦添市 補装具費支給のご案内 
8 新潟県 燕市 障がい者福祉のしおり(補装具費の支給) 
9 青森県 平内町 補装具の交付・修理 

10 鹿児島県 さつま町 補装具制度の説明(町作成のガイドブック) 

11 茨城県 八千代町 
1.補装具について(八千代市公式ホームページ） 
2.補装具の交付・修理 

12 高知県 津野町 障害福祉のしおり 補装具・日常生活用具について 
13 長崎県 松浦市 装具・用具 
14 岩手県 久慈市 こはくのまちはふくしのまちー障害者福祉ガイドブック 
15 愛知県 知立市 補装具・日常生活道具 
16 長野県 喬木村 補聴器を購入希望の方 
17 北海道 共和町 補装具の交付、修理、借受け 
18 山梨県 身延町 補装具費交付(補聴器）の申請手続きについて 
19 佐賀県 太良町 補装具・紙おむつ・福祉タクシー券の給付 
20 大阪府 柏原市 補装具の交付・修理 
21 福岡県 新宮町 補装具の交付・修理 

22 東京都 台東区 
1:補聴器購入の助成について 
2:車椅子購入の助成について 

23 長野県 小海町 補装具・日常生活用具 補装具の交付・修理 
24 鹿児島県 長島町 障がい福祉のしおり 補装具 

25 大阪府 大東市 
1:補装具・日常生活用具等 
2:補装具の支給について、ご案内します 

26 新潟県 小千谷市 
1:ふれあい・小千谷～障がい児・者福祉サービス 
2:補装具の交付・修理(市のホームページより印刷） 

27 秋田県 横手市 補装具費の支給、補装具費の借受け、難聴児補聴器給付事業 
28 東京都 新宿区 障害者総合支援法に基づくサービス利用ガイド 
29 岡山県 高梁市 補装具費の支給について 
30 群馬県 高崎市 2020年度(令和 2年度)版 障害者福祉制度のあんない 
31 愛知県 弥富市 補装具交付・貸与・修理 
32 石川県 内灘町 補装具費について 
33 北海道 伊達市 補装具費の支給 

34 愛知県 春日井市 
１：6補装具・日常生活用具など 
２：補装具の交付・修理 

35 新潟県 上越市 
１：(項目③にあたるもの）補装具費支給申請について 
２：(項目④にあたるもの）快適な日常生活をおくるために 

36 埼玉県 寄居町 障害者の福祉ガイド 補装具・日常生活用具等 
37 北海道 北広島市 各種事業やサービス 福祉用具など 補装具 
38 新潟県 三条市 補装具費(購入費、借受け日、修理日)支給 

39 佐賀県 多久市 
１：(項目③に当たるもの)補装具交付申請に必要なもの 
２：(項目④に当たるもの)(３)補装具費の支給 

40 福岡県 飯塚市 
在宅生活支援 在宅生活に必要な環境整備 １ 補装具の交付・修
理 

41 埼玉県 白岡市 日常生活の改善 
42 宮崎県 都城市 補装具費の支給 
43 静岡県 磐田市 補装具費の支給 
44 福島県 棚倉町 令和 2年度 棚倉町障がい者福祉のてびき 3 補装具 
45 静岡県 伊豆市 補装具費支給事業について 
46 福岡県 みやま市 ３ 補装具・日常生活用具等の給付 
47 広島県 広島市 補装具費の支給について（肢体不自由用） 
48 北海道 奥尻町 奥尻町障がい福祉のしおり 補装具給付 
49 宮城県 七ヶ浜町 日常生活の援助 補装具の交付。修理 
50 千葉県 成田市 障がい者福祉のしおり 8 補装具の購入・借受け・修理 
51 東京都 日野市 身体障害者福祉ガイド 補装具費の支給 
52 埼玉県 ときがわ町 補装具・日常生活用具について 
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NO 都道府県 市区町村 自治体独自に作っているツールのタイトル 
53 宮城県 利府町 自立支援給付等 補装具費の支給 

54 山口県 山口市 
補装具費（購入・借受け・修理）の支給（山口市障がい福祉課のご
案内の補装具のページ） 

55 鹿児島県 鹿児島市 
１：（項目③にあたるもの）補装具費支給申請について 
２：（項目④にあたるもの）補装具費の支給 

56 山口県 山陽小野田市 障がい福祉のしおり 3-1補装具費（購入・借受け・修理）の支給 
57 長崎県 大村市 補装具・日常生活用具 （補装具の交付・修理） 
58 千葉県 鎌ケ谷市 補装具申請の流れ 
59 福岡県 筑後市 ６．補装具費・日常生活用具 
60 秋田県 潟上市 補装具費支給制度 
61 山形県 鶴岡市 補装具費の交付(修理)申請 
62 大阪府 八尾市 日常生活の支援 補装具費の支給 
63 大阪府 大阪狭山市 日常必要な装具など 

64 秋田県 大仙市 
補装具・日常生活用具など 補装具の購入や修理をするとき 視覚
障がい者用の電子白杖を購入するとき 補聴器等を購入するときの
費用 

65 鹿児島県 曽於市 
１：(項目②にあたるもの）補装具費の支給について 
２：(項目④にあたるもの）障害者の福祉のしおり 身体障害者
（児）の補装具費（購入・修理）支給 

66 北海道 中標津町 中標津福祉のしるべ 福祉機器のこと 補装具の交付と修理 

67 北海道 別海町 
2020年度心身障がい児・者のしおり 医療費等の助成制度 補装
具費 

68 千葉県 野田市 生活支援 補装具 
69 奈良県 大和郡山市 日常生活の援助 

70 北海道 余市町 
身体障害者に関する助成・援護制度 補装具費、日常生活用具の助
成について 補装具費の支給 

71 京都府 城陽市 補装具や日常生活用具の給付等 
72 静岡県 函南町 身体に障害がある方へのサービス 補装具の購入(修理) 
73 新潟県 阿賀町 身体障害者手帳のしおり 補装具費・日常生活用具 
74 宮城県 白石市 補装具費  
75 山梨県 甲府市 補装具購入・修理費の助成 

76 栃木県 茂木町 
１：補装具支給申請 
２：各種制度の利用 補装具費の支給 

77 宮城県 塩竈市 
自立支援給付（補装具費の支給）（塩竈市障がい者福祉サービスパ
ンフレット抜粋） 

78 北海道 安平町 
しょうがい者手帳に基づく福祉サービス 安平町 補装具・日常生
活用具について 補装具について 

79 福岡県 直方市 
１：障害福祉サービスの利用について(全国社会福祉協議会) 
２：身体障がい者のしおり(直方市) 

80 北海道 新冠町 障がい者福祉マップ 補装具・日常生活用具 補装具の交付 

81 北海道 幕別町 
みんなのふくし 障がい者の福祉制度について 補装具・日常生活
用具 

82 愛知県 東郷町 令和２年度 福祉のしおり 
83 千葉県 流山市 障害福祉の案内 補装具費の支給 
84 千葉県 香取市 障がい者福祉のしおり 

85 千葉県 九十九里町 
１：九十九里町 障がい者福祉のしおり 補装具費の支給(自立支
援給付) 
２：補装具の交付 

86 茨城県 常陸大宮市 常陸大宮市 障がい者福祉のしおり 補装具 
87 宮崎県 延岡市 障がい福祉ガイドブック 補装具給付事業について 
88 広島県 神石高原町 障害者手帳保持者が受けられる主要なサービス 
89 長野県 御代田町 障がい者の為の福祉のしおり 

90 北海道 網走市 
障がいのある方のために 網走市障がい福祉係 身体障害者補装
具・日常生活用具給付について 

91 福岡県 水巻町 障がい児・者福祉ガイドブック 
92 北海道 美瑛町 補装具・日常生活用具 補装具費の支給 
93 埼玉県 深谷市 障害福祉の手引き 
94 広島県 庄原市 庄原市障害者福祉ハンドブック 

95 北海道 滝川市 
１：(項目③にあたるもの）補聴器の申請 
２：(項目④にあたるもの）補装具費の支給 

96 宮城県 女川町 障害福祉ガイドブック 
97 群馬県 桐生市 障害者福祉制度の案内 補装具費の支給 
98 福島県 南会津町 南会津の障がい福祉 
99 福岡県 八女市 用具等の支給 

100 北海道 砂川市 障がい者福祉のしおり 補装具費支給制度 
101 兵庫県 神戸市 在宅福祉サービス 福祉器具の提供・貸与など 
102 熊本県 玉名市 身体障害者手帳のしおり 
103 岩手県 金ケ崎町 身体障がい者福祉事業 
104 埼玉県 横瀬町 補装具 
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NO 都道府県 市区町村 自治体独自に作っているツールのタイトル 

105 千葉県 東金市 
１：身体障害者手帳を受けられた方へ 
２：東金市障がい福祉ガイド 

106 埼玉県 越谷市 日常生活の支援 補装具の交付・借受け・修理 

107 愛媛県 松山市 
１：補装具 
２：補装具・日常生活用具 

108 兵庫県 伊丹市 補装具の購入費・修理費の支給 
109 茨城県 阿見町 補装具支給のご案内 

110 埼玉県 小川町 
１：補装具・日常生活用具の給付 
２：日常生活の支援 

111 茨城県 茨城町 
１：茨城町「障がい者福祉のしおり〈令和 2年度〉 補装具の交付 
２：障がい者福祉サービス利用のてびき 居住系サービス 補装具
費の支給 

112 北海道 白糠町 補装具・日常生活用具 補装具の交付・修理 
113 長崎県 平戸市 補装具の交付・修理・借受け 
114 福岡県 柳川市 補装具・日常生活用具の給付 
115 福岡県 大野城市 補装具費の支給 
116 東京都 武蔵村山市 日常生活の援助 補装具費支給制度 
117 青森県 五戸町 福祉用具 補装具の支給・借受け・修理 
118 大阪府 守口市 補装具・日常生活用具 補装具費(購入・修理・借受け)の支給 
119 沖縄県 伊江村 補装具費(購入・修理)の支給 
120 沖縄県 宮古島市 補装具と日常生活用具 
121 岩手県 矢巾町 矢巾町障がい者福祉ガイドブック 補装具費の支給について 
122 茨城県 城里町 障害者手帳お持ちの方の福祉制度 補装具の購入・修理費の給付 
123 徳島県 北島町 障がい福祉関係 用具や装具の給付について 補装具の交付・修理 
124 鹿児島県 出水市 用具等の給付 

125 宮城県 東松島市 
障害者(児)の皆さんの生活を支える制度 〈補装具・日常生活用
具〉 

126 神奈川県 伊勢原市 補装具費の支給 
127 東京都 港区 補装具申請手続きについて 
128 福岡県 行橋市 補装具の交付・修理 
129 岐阜県 八百津町 補装具費の支給 

130 栃木県 足利市 
障がい者福祉の手引き ～手帳をお持ちの方のサービス～ 補装具
費の支給 

131 神奈川県 寒川町 補装具 
132 北海道 小樽市 給付事業 補装具の交付・修理 
133 福井県 鯖江市 補装具の交付と修理 
134 愛知県 清須市 令和 2年度 清須市福祉ガイド 補装具費の支給について 

135 北海道 倶知安町 
障害者手帳の取得者の方へ 福祉サービスについて 補装具費等の
支給 

136 福井県 永平寺町 障がい者福祉のしおり 補装具等 
137 兵庫県 丹波篠山市 障がい者のふくし 補装具の交付・修理 

138 奈良県 王寺町 
ともに生きる社会をつくる 障害者総合支援法利用者のためのかん
たんガイド 補装具費の利用者負担 

139 沖縄県 読谷村 補装具の購入・修理 
140 青森県 階上町 補装具交付(修理)事業(青森県階上町説明用冊子の一部抜粋） 
141 埼玉県 嵐山町 補装具・日常生活用具 
142 埼玉県 秩父市 日常生活の支援 
143 埼玉県 新座市 補装具費の交付・貸与・修理 

144 兵庫県 加古川市 

１：補装具費の申請から支給まで(来所判定の場合) 
２：補装具費の申請から支給まで(文書判定の場合※補聴器以外) 
３：補装具費の申請から支給まで(補聴器の場合) 
４：補装具費の申請から支給まで(判定不要の場合) 

145 宮城県 加美町 
１：(項目②にあたるもの)補装具費の給付を受けるには 
２：(項目④にあたるもの)補装具費給付事業 

146 宮城県 気仙沼市 
１：(項目②にあたるもの)補装具費の支給 
２：(項目④にあたるもの)身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方
の障がい者福祉のてびき 補装具費の支給 

147 愛知県 みよし市 補装具・日常生活用具 補装具費の支給(借受け・修理含む) 

148 富山県 舟橋村 
くらしの安心ガイド～福祉サービスを利用するために～ 補装具費
の支給 

149 千葉県 富津市 補装具費の制度 
150 静岡県 富士市 各種補助制度について 補装具 
151 奈良県 安堵町 補装具・日常生活用具 
152 茨城県 土浦市 補装具の交付・修理について 
153 千葉県 銚子市 補装具・日常生活用具 補装具の交付・修理等 
154 新潟県 聖籠町 聖籠町障がい福祉サービスガイド 補装具費 
155 宮城県 南三陸町 補装具の支給(自立支援給付) 
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NO 都道府県 市区町村 自治体独自に作っているツールのタイトル 

156 静岡県 沼津市 
１：(項目②にあたるもの)補装具 
２：(項目③にあたるもの)補装具費制度とは… 
３：(項目④にあたるもの)補装具・日常生活用具 

157 新潟県 十日町市 補装具・日常生活用具等 

158 石川県 中能登町 
１：(項目③にあたるもの)補装具の申請に必要なもの 
２：(項目④にあたるもの)補装具・日常生活用具 

159 山形県 白鷹町 障がい者福祉に関するサービス 補装具費の支給 
160 愛知県 名古屋市 障害者福祉のしおり 補装具費の支給 
161 奈良県 葛城市 補装具給付について 
162 栃木県 佐野市 補装具費の支給 
163 埼玉県 戸田市 補装具・日常生活用具 
164 福岡県 福岡市 補装具費の支給 
165 福島県 猪苗代町 補装具 

166 新潟県 見附市 

１：(項目②にあたるもの)(見附市ホームページより)補装具・日常
生活用具 補装具の交付(修理) 補装具 手続きに必要なもの  
２：(項目④にあたるもの)(身体障害者のしおりより)補装具・日常
生活用具 補装具の交付(修理) 
３：(項目③にあたるもの)(窓口でお渡ししているリーフレット)
「補装具作成までのながれ」「電動車椅子作成までのながれ」 

167 秋田県 北秋田市 
１：(項目②にあたるもの)障害者福祉サービス 補装具の交付・修
理 
２：(項目④にあたるもの)福祉サービス 補装具費の支給 

168 京都府 笠置町 補装具費・障害者手帳同時申請 
169 岡山県 井原市 井原市 福祉のしおり「補装具箇所」 
170 岐阜県 可児市 補装具の交付・修理について 
171 北海道 芽室町 補装具費支給制度について 
172 滋賀県 彦根市 補装具費(修理費)の支給 
173 秋田県 大館市 補装具の制度について 
174 東京都 立川市 新規補聴器の支給について 
175 栃木県 栃木市 『障がい者の手引き』より抜粋 補装具及び日常生活用具 
176 福島県 石川町 補装具・日常生活用具等 補装具の交付・修理 
177 山形県 朝日町 福祉サービスのご案内 用具・器具など 自立支援給付(補装具) 
178 群馬県 みなかみ町 身体障害者補装具支給制度の概要 
179 神奈川県 逗子市 補装具の交付(修理)申請について 
180 山梨県 中央市 補装具費支給 
181 北海道 当別町 障害者総合支援法等による支援 身体障がい者(児)補装具の交付等 

182 神奈川県 二宮町 
１：(項目②にあたるもの)身体障害児者補装具交付修理助成事業 
２：(項目④にあたるもの)補装具・日常生活用具 補装具の交付・
借受け・修理（身体障害者補装具交付等助成事業） 

183 岩手県 陸前高田市 補装具 
184 鹿児島県 垂水市 障害福祉のご案内 補装具・日常生活用具 補装具助成 

185 群馬県 伊勢崎市 
１：(項目③にあたるもの)補装具(交付・修理)申請の流れ 
２：(項目④にあたるもの)在宅生活を支える制度・サービス 補装
具費の支給 

186 北海道 長沼町 
(項目④にあたるもの)身体障害者手帳の手引き 補装具の交付・修
理 

187 愛知県 豊橋市 (項目④にあたるもの)補装具・日常生活用具 補装具費の支給 
188 山口県 長門市 障害者福祉のしおり 日常生活の援助 補装具の交付・修理 
189 京都府 木津川市 補装具費の支給制度について 
190 愛知県 瀬戸市 補装具の交付・修理 
191 福島県 小野町 各種給付の助成について 補装具の購入・修理にかかる助成 
192 秋田県 能代市 補装具の支給申請をする方へ ～支給申請の流れ～ 

193 長野県 南箕輪村 
１：(項目③にあたるもの)補装具の支給申請のしかた 
２：(項目④にあたるもの)補装具費 

194 兵庫県 播磨町 

１：(項目③にあたるもの)～補聴器を初めて購入される方へ～ 
２：(項目④にあたるもの)福祉のしおり(町 HP参照のこ
と)https://www.harima.lg.jp/fukushi.syougaisya-
hukusinosiori.html 

195 大分県 大分市 (項目③にあたるもの)「補装具」申請から受領までの流れ 
196 埼玉県 和光市 日常生活の支援 補装具の交付・修理 

197 千葉県 市原市 

１：補装具判定(書類判定)について 
２：補装具費支給決定通知の送付と適合判定について 
３：補聴器(18歳未満)の購入費支給について 
４：補聴器(18歳以上)の購入費支給について 
５：補聴器(18歳以上)の購入費支給について(書類判定の場合) 

198 岐阜県 瑞浪市 
１：補装具費支給の手順 
２：障害者総合支援法による障がい福祉サービス利用のてびき 補
装具 
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NO 都道府県 市区町村 自治体独自に作っているツールのタイトル 

199 東京都 八王子市 
福祉のしおり 2020 障害のある方へ 補装具・日常生活用具 
補装具費の支給 

200 兵庫県 洲本市 
洲本市障害福祉サービスの手引 2020年度版 補装具の交付・修
理・借受け 

201 山口県 和木町 
項目④にあたるもの「障害者福祉の手引き 補装具の支給(購入・
修理)」 

202 愛知県 東浦町 

１：(項目③にあたるもの)「補装具費支給制度をご申請される方
へ」 
２：(項目③にあたるもの)「補装具費支給にかかる補聴器の助成に
ついて」 
３：(項目④にあたるもの)「東浦町 障がい者福祉ガイド 補装
具・日常生活用具等 補装具の交付・借受け・修理 

203 兵庫県 豊岡市 
豊岡市 障害者福祉のしおり 自立支援給付事業 身体障害者(児)
補装具費の支給 

204 広島県 尾道市 
１：(項目②にあたるもの)「補装具費(購入・修理)の支給」 
２：(項目④にあたるもの)「障害者の福祉制度 補装具・日常生活
用具・自動車関係 補装具費(購入・修理・借受)の支給 

205 福島県 相馬市 
相馬市障がい福祉ガイド 福祉用具 補装具費の支給(障害者総合
支援法) 

206 青森県 大間町 
令和 2年度版 障害者手帳を取得された方へ 障害者の自立支援に
ついて 補装具費の支給 

207 京都府 京都市 
障害保健福祉のしおり 在宅福祉サービス 補装具費の支給(購
入・借受け・修理) 

208 福岡県 糸島市 障がい者福祉のしおり 補装具の支給 
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事例：愛知県東浦町独自で作成している補聴器に関する説明ツール 

 

対象となる 

等級の説明 

費用負担の 

説明 
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■申請者（障害当事者、関係者含む）から制度に関する項目別の問い合わせの頻度 

＜単純集計＞ 

問い合わせが「よくある」「まれにある」を合わせて 8割を超えるのは「対象用

具の種類」「購入・修理場所」「対象者の基準」「対応年数」「自己負担額」であ

った。 

 

 

  

  

239

351

785

194

86

147

125

841

520

934

464

691

723

370

673

538

541

533

336

575

232

588

247

105

24

312

555

492

521

84

14

126

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対象となる用具の種類は何か(N=1183)

支給される補装具の個数は何個か(N=1183)

年齢制限はあるのか(N=1183)

補装具をどこで購入・修理するか(N=1183)

自分は制度の対象になるのか(N=1183)

新品に交換できるのは何年後か(N=1183)

自己負担額はいくらか(N=1183)

特例補装具とは何か(N=1183)

医療保険（治療用装具）との違いがわからない(N=1183)

労災保険との違いがわからない(N=1183)

介護保険（福祉用具貸与）との違いがわからない(N=1183)

全くない まれにある よくある 未回答
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＜自治体人口規模別集計＞ 

人口規模別では、「年齢制限」「特例補装具」「労災保険との違い」が人口が多

い自治体ほど問い合わせの頻度が多いと回答している。 

 
    

120

94

14

7

4

163

152

20

10

6

264

343

93

53

32

113

66

13

1

1

64

20

1

1

0

93

50

4

0

0

73

45

3

2

2

285

381

93

55

27

221

221

44

22

12

284

418

124

66

42

213

185

37

15

14

169

306

113

59

44

145

314

125

83

56

52

151

66

54

47

172

323

91

54

33

184

239

63

33

19

186

252

60

29

14

179

240

56

39

19

33

119

72

55

57

93

245

103

76

58

31

77

39

42

43

94

277

102

72

43

28

100

37

46

36

10

34

20

19

22

1

7

6

5

5

33

112

60

57

50

70

241

101

78

65

39

199

101

83

70

66

215

106

71

63

0

1

0

2

1

4

34

18

14

14

2

6

2

4

0

9

39

26

25

27

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

対
象
と
な
る
用
具
の
種

類
は
何
か

支
給
さ
れ
る
補
装
具
の

個
数
は
何
個
か

年
齢
制
限
は
あ
る
の
か

補
装
具
を
ど
こ
で
購

入
・
修
理
す
る
か

自
分
は
制
度
の
対
象
に

な
る
の
か

新
品
に
交
換
で
き
る
の

は
何
年
後
か

自
己
負
担
額
は
い
く
ら

か
特
例
補
装
具
と
は
何
か

医
療
保
険
（
治
療
用
装

具
）
と
の
違
い
が
わ
か

ら
な
い

労
災
保
険
と
の
違
い
が

わ
か
ら
な
い

介
護
保
険
（
福
祉
用
具

貸
与
）
と
の
違
い
が
わ

か
ら
な
い

全くない まれにある よくある 未回答
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■支給制度に関して、対象者への説明が難しい項目 

＜単純集計＞ 

説明が「難しい」「やや難しい」を合わせて 5割を超えるのは「制度の対象とな

る障害の状態像」「特例補装具について」「介護保険・労災保険・医療保険との違

い」であった。 
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281

482

317

95

208

416

68

108

114

112

470

507

517

528

283

558

591

132

340

248

366

401

305

134

274

517

334

145

472

512

486

506

112

83

39

55

278

78

23

500

216

322

189

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対象となる用具の種類(N=1183)

支給される補装具の個数(N=1183)

年齢制限(N=1183)

補装具を購入・修理する先(N=1183)

制度の対象になる障害の状態像(N=1183)

修理・再支給決定のプロセス(N=1183)

自己負担額(N=1183)

特例補装具について(N=1183)

医療保険（治療用装具）との違い(N=1183)

労災保険との違い(N=1183)

介護保険（福祉用具貸与）との違い(N=1183)

難しくない あまり難しくない やや難しい 難しい 未回答
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＜自治体人口規模別集計＞ 

自治体の人口規模に比例して大きな違いはみられなかった。 
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7
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30
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36

25

16

123
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43
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85
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30

52

46

19

12

3
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47
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27
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35

36

17
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53

52

29

103

157
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37

35

81
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58

38

26

44
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19
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8
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113

38

26

16
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224
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53

44
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134

48

30

16

43
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12
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115
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44

39

121
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46

43

132
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68

38

39

134
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45

37

26

44

19

13

10

19

26

17

10

11

15

12

5

3

4

19

30

2

4

0

63

120

43

31

21

25

33

8

4

8

9

7

1

6

0

118

214

78

54

36

73

86

28

20

9

96

133

44

30

19

64

81

19

12

13

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

1万人未満（N=319）

1万人以上5万人未満（N=502）

5万人以上10万人未満（N=165）

10万人以上20万人未満（N=112）

20万人以上自治体（N=85）

対
象
と
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る
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具
の
種

類
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さ
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補
装
具
の

個
数

年
齢
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限
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装
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・
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す
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先

制
度
の
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に
な
る
障

害
の
状
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像
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理
・
再
支
給
決
定
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プ
ロ
セ
ス

自
己
負
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額

特
例
補
装
具
に
つ
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て

医
療
保
険
（
治
療
用
装

具
）
と
の
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い

労
災
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と
の
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い

介
護
保
険
（
福
祉
用
具

貸
与
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と
の
違
い

難しくない あまり難しくない やや難しい 難しい 未回答
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2.3 専門職に対するヒアリング調査による実態把握 
  専門職に対するヒアリング調査においては、各地域で自治体と専門職が連携して補

装具にかかる相談等にあたっている実態があることから、以下の地域を対象に自治体

及び関係専門職に対するヒアリング調査を実施した。 

 

 2.3.1 仙台市（ヒアリング対象①） 

仙台市では、意思伝達装置、視覚障害に関する補装具については支援組織への委託

によって相談に応じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■対応の実態 

・視覚障害者 

     市が委託を行っているアイサポート仙台で補装具を含む福祉用具を見立てた上

で制度を紹介 

・重度障害者 

     市が委託を行っている仙台市重度障害者コミュニケーション支援センターと協

働でコミュニケーション支援をする中で、適切な機器を選定し、機器の説明や

制度を紹介 

・聴覚障害者 

     更生相談所での相談に応じているが、実態は補聴器等の販売店で検査をした際

に制度を説明している 

・肢体不自由者 

     更生相談所での相談に応じているが、実態は治療用に制作したものをぼろぼろ

になるまで使っている場合が多い。地域によっては「補装具ノート」をつくり

退院時や義肢納品時などに渡している場合もあり。 
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■制度情報の提供における課題点 

 〇仙台市障害者総合支援センター(更生相談所) 

 対象者、種目が広く、労災や介護保険を使う場合もあり、あまりにも複雑で
あるため、コミュニケーション支援を行わなければ制度に乗っていかない状

況。広報ツールで周知すべき内容を絞るのは難しいのでは。 

 当事者からすると医療機関で制度情報を知りたいところであると思われる
が、医師は補装具費支給制度について知らない場合も多い。医師の方々にも

制度に関する理解をいただきたい。 

 肢体不自由者への情報提供が課題（東北義肢装具協会のセミナーでも課題が
共有されており、東北スタイルでの義肢装具の適切な提供を行っていく必要

があるとしていた）。 

〇アイサポート仙台(障害者支援 NPO) 

 眼科医の範疇ではないために制度についての知識がない。眼科医師への普及
啓発の方が障害当事者よりも必要であると感じる。 

 更生相談所→アイサポート仙台のルートで相談できた人は補装具費を利用し
て白杖の給付を受けている率が高いが、「相談」にたどり着けず自分で購入

してしまう人もいる。 

 障害者となって生活を立て直していくタイミングにある人にスムーズに情報
を伝えるべき。医療機関で伝えるべきことではないか。 

 申請も複雑で困っている人も多い（医師の意見書が病院に設置されていない
ケースなどもあり、役場の窓口と病院を行き来している。申請や意見書の統

一フォーマットをネットで入手できるとカンタンなのでは）。 

 

 2.3.2 川崎市（ヒアリング対象②） 

川崎市では、市域を３つの地域に区分し、それぞれ地域リハセンター（地域支援

室、在宅支援室、日中活動センターを含む）を配置して来所者の相談に応じている。 
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■対応の実態 

 高齢者・障害者等の相談窓口として地域の別に障害者センター（更生相談所分室
機能）が整備され、書類判定及び対象者の来所または自宅訪問等により直接判定

を行っている。そこで制度等についても説明ができる。 

 総合的に判断するトータルコーディネートにより、本人に合った制度をマッチン
グさせており、来所・通所している方々には制度の情報は届いている。 

 民間職員のいる在宅支援室が自治体とともに相談にあたっているという体制は川
崎ならではの特徴。 

 来所者数は 15～16人/回（補装具外来 4回/月(半日単位)、シーティング外来 1

回/月(半日単位)を実施している）。 

 

■制度情報の提供における課題点 

 〇北部リハセンター(百合丘障害者センター) 

 自治体の窓口が書類判定等で実施している体制とは違い、直接判定時に説明をし
ているため、伝わりやすい。ただし、「補装具費支給制度」を使おうとしてスタ

ートしているのではなく、補装具をその人の事情やニーズにあったものを提案し

ているため、結果としての認識は低いかもしれない。 

 自治体側から見ても、基準があいまいな部分があり、また自治体裁量の部分もあ
るため、判定に苦慮するケースについては、必要に応じて他更相に問合わせた

り、にテクノエイドのガイドブック等を参照し、判定している。 

 リハビリ専門家は補装具費支給制度についての知識は得ていない。仕事を通じて
知っていったのが実態。しかし、医療関係者、訪問リハの方々も制度については

具体的に知らないのが現状。学校（教育機関）などで知識を得る機会をとるべ

き。普及の一歩になるのでは。 

 医療機関で「更生相談所に聞くとよいよ」ということを言っていただければよい
が、結局制度を知ることなく、医療費で作ったものをぼろぼろになるまで使って

いるという現状がある。 

 支援する人たちが知らなければ本人たちに届かないのでは。 

 相談された方はこの制度につなげることができる。相談につなぐということ
が重要。しかし、更生相談にたどり着かない方には、知っていただきたいと

いうこともあるかもしれない。 

 本人がどう生活したいか（仕事、家事など）を聞きながら、ご自宅にも伺っ
て必要な補装具を提案する。車椅子であれば介護保険を使うかも知れない。 

 本来、借受が適当と思われるケースに活用されていない。 
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 2.3.3 芽室町（北海道河西郡）（ヒアリング対象③） 

  芽室町では、町内にはリハビリテーションセンターはなく、また、補装具事業者も 

ない実態にあるが、隣接する帯広市の該当機能を持つ施設との連携を図るとともに、

北海道の心身障害者総合相談所と分担して判定を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■町の補装具費支給制度の概況 

 障害児に対しては「発達支援システム」を構築しており、そこで困りごとを拾
い、関係機関につなぐことができる。 

 障害児から関係性が築けていると問題ないが、大人になってからの申請者は、
修理や再交付が多いため、独自に情報収集している。 

 人口 1万 8000人程度のため、子供の時から把握できるのが大きい。耐用年数

ごとに役場から知らせているわけではないが、耐用年数になると自ら窓口に来

る。 

 人口規模からすると ALS患者が多い。進行が早く、状態に合わせた補装具が必

要なため、体に合わせた修理が必要となる。 

 基幹産業が農業のため、かなり所得が多い人は対象にならないケースもある。 

■制度に関する連携体制等について 

 北海道心身障害者総合相談所への確認や近隣自治体の給付状況を確認したりし
て判定している。 

 判定は、北海道が巡回で実施している。コロナ前まで年 4回、帯広市で巡回相

談が行われていた。現在は、本来巡回相談が必要な人も動画と併せて文書判定

している。 

 補装具事業者は町内に一つもない。近隣の帯広市でつくる人が多い。子供は札
幌市や旭川市の事業者を使う。ALSは意思伝達装置のセンサーの調整等が必要

なため、帯広市でつくる人が多い。 

 補装具を作成したい理由は口頭で聞き取り、意見書等と併せて判断している。 
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 病院と直接やり取りする機会はあまりなく、事業者とのやり取りが多い。病院
の判断と事業者の見積もりが一致しないときは、事業者から病院に確認しても

らっている。事業者と病院との方が、やり取りがスムーズである。 

 リハビリテーションセンターは帯広市にあり、調査書を理学療法士につくって
もらう。障害児は直接窓口に来られない場合もあるため、詳細を理学療法士に

聞き取って必要性を判断している。 

■町で作成している申請者向け資料について 

 担当者が異動してきたときに、作成したもの。新任者が来ても困らないよう
に、独自資料を作成した。 

■よくある問合せ 

 芽室町では、聴覚障害の手帳を持っている人にのみ補聴器を支給している。近
隣自治体には手帳を持っていなくても聞こえづらさを感じる人に独自助成を行

っているケースもあり、芽室町には制度がないのかという問い合わせがある。 

 18歳に近づくと早めに案内して、「障害者」として判定が必要になるという

ことを事前に伝えるようにしている。 

 大人は把握できていない部分もあるが、リハビリに通っている中で必要な補装
具を紹介されている。病院のソーシャルワーカーから相談を受けるケースが多

い。 

■説明が困難な点について 

 大人で事故にあうと、目的によって治療用装具か補装具か分かれる。治療用装
具であれば、一度払ったあと償還されるが、補装具では事前申請が必要である

ことを説明している。 

 高齢者世帯では、課税の有無で自己負担の有無が変わってくる。年金生活であ
れば非課税だが、少しでも収入があると課税世帯となる。 

 補装具と日常生活用具の判断が必要なケースはあまりない。何に該当するか
は、作業療法士が判断する。わからなければ事業者や自治体に問い合わせがく

る。 

■その他 

 総合相談所で自治体職員向けの年 1回の研修があり、障害にかかわる様々なサ

ービスの全容が分かる。ソーシャルワーカー向けの研修等は聞いたことがな

い。 

 帯広市から転入した際に前の市では対象となったとのことで、支給基準につい
て問い合わせをすることがある。 

 子供に必要だと判断すれば認めるケースがほかの自治体に比べて多いかも知れ
ない。 
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芽室町 申請者向けツール 
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2.4 自治体等が提供している制度情報の実態把握 
 2.4.1 自治体による障害者福祉の手引き、ＨＰでの紹介 

   アンケートでは、当該制度の説明ツールとして「特に使っていない」を除いて最も

多かったのは「障害者福祉の手引き」であった。 

  【例① 渋谷区】                  

   〇障害者福祉の手引き 

    ・対象 

    ・種類 

    ・自己負担について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〇ホームページ 
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【例② 大阪府】 

   〇障害者福祉の手引き 

    (ＨＰにも同様の内容を掲載) 

    ・種類 

    ・対象 

    ・窓口案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例③ 福岡市】 

   〇障害者福祉の手引き 

    ・内容 

    ・対象者 

    ・手続きに必要なもの 

    ・支給の流れ 

    ・種類一覧 

    ・上限額 

    ・所得を判断する際の世帯の範囲 
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   〇ホームページ 

   ・種目一覧 

   ・対象者 

   ・自己負担額 

   ・申請書類、申請に必要なもの 

   ・申請様式（ダウンロード） 
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【例④ 名古屋市】 

   〇障害者福祉の手引き 

    ・内容 

    ・対象者 

    ・種類一覧と耐用・使用年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〇ホームページ 

   ・内容 

   ・対象者 

   ・種目一覧、耐用・使用年数 
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 2.4.2 国立障害者リハビリテーションセンターによる制度情報の提供 

 国立障害者リハビリテーションセンターでは、ホームページに身体障害者手帳の説明

とともに、補装具費支給制度について以下の情報が提供されている。 
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2.2 補装具費支給制度にかかる情報提供の課題の整理 
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３.補装具費支給の対象者の状態像と情報提供の課題 
 

 

    補装具費支給制度は、補聴器、装具、車椅子などの種目を中心に利用されている

実態にあるが、当事者の状態像としては、インターネット等の情報や適切に相談で

きる自治体等の担当からの情報を得て、制度を利用している者がいる一方、利用実

態には表れていない「情報にたどり着けない、相談ができていない」者が存在して

おり、制度の利用ができていない状態が生じている可能性がある。 

    即ち、制度の利用が必要な者に情報が届かないために実対象に含まれていない実

態が生じている。 

 

情報を収集している、適切に相談できている人 情報にたどり着けない、相談ができていない 

 自分でインターネット等による情報収集が
でき、制度の内容や必要事項を理解できる

人 

 適切に相談できる機関との連携ができ、自
分に必要な補装具をコーディネートされ、

制度についての説明も受けている人 

 障害者手帳の取得ができていない、適切
な相談窓口への相談ができていないため

に制度について知らない人 

 障害者手帳取得時に説明は受けたもの
の、理解できておらず、制度活用に至っ

ていない人 

 適切な情報提供（視覚障害者や聴覚障害
者に対する情報保障ができていない）が

されておらず、制度についての情報が適

切に得られない人 

 

 
 
 
【情報提供の課題】 

 多くの情報に埋もれては理解できず、認知もできない（「障害者福祉の手引き」の
一部では埋もれてしまっている） 

 難しい言葉、煩雑な書類の作成が情報理解を阻んでいる 

 「自分に必要な補装具が申請できるのか」をどのように判定されるか、判定に至る
までにどのような相談ができるのかなど、「相談」との紐づきが見えない 

 知りたい情報（支給額等）にカンタンにたどり着けない 

 

 

 

 

引き続き、適切な情報提供が

必要な対象像 

情報提供を強化すべき対象像 
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４.補装具費支給制度の効果的な普及のあり方の検討 
 

 

4.1 効果的な普及方法の検討 
 4.1.1 調査結果からの課題の整理 

障害当事者及び、関係各者へのアンケート及びヒアリング調査から、補装具費支給

制度の利用にかかる課題としては、各立場で以下が挙げられた。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リハビリテー
ションセンター

障害者
支援施設

補装具製作
事業者

障害当事者

病院

自治体

更生相談所等

相談支援機関

 更生相談所と同様、当事者実態を細かく
知る立場にあるが、補装具に対する相談
には乗れていない現状にある。 

 補装具費支給制度については知識を得て
いないのが現状。 

 自治体によっては、リハ関係者等に対す
る制度についての研修を実施している。 

 

 申請窓口では、個別の相談までに乗れて
いない現状。 

 人口の少ない自治体ではツール等も整備
されていない。 

 支援センター機能を持つ組織に相談の委
託を行っている場合もある。 

 直接判定を行って各者の状態に合わせた
補装具をコーディネートしている場合も
ある。 

 更生相談所が相談の拠点機能を有してい
るが、それが当事者に伝わっていない。
（医療機関等で紹介してほしいとのニー
ズ有） 

 

 自治体からの委託により各種の相談に乗
っている組織。 

 当事者の個別事情に合わせた補装具や制
度利用についての相談に乗っている。 

 更生相談所と同様、各種の相談窓口であ
ることが当事者に伝わっていないケース
がある。 

 病院、自治体、リハセンター、支援セン
ター等と連携して当事者の相談に乗って
いる場合もある。 

 一方で、上記を通さない場合には直接購
入となり、制度を利用しないケースとな
る場合がある。 

 補装具の必要性を初期
段階で知る機会である
が、現状では治療時期
における補装具の紹介
（医療費での購入が
主）が主。 

 医師は治療用装具を対
象としているため補装
具支給制度に対する認
識は乏しい。 

 制度については、「費用にかかる事項」「制度全体の
仕組み」「支給決定の仕組み」「不具合が出た場合の
取扱い」等の情報が申請当初わからなかった情報。 

 制度について知るのは自治体の説明によるところが多
いものの、補装具利用について相談したいタイミング
は「医師によって補装具を使用すべきと診断されたと
き」が多くを占めた。 

 制度に係る情報は「知りたい情報が適切に提供されて
いない」「情報がわかりにくく理解できない」などの
課題が挙げられた。 

 制度について具体的によく理解せずに利用している場
合もあり得る。 

制度利用について補装
具に関する「相談」と
ともに、情報提供がで
きることが必要 

制度について、 

欲しいタイミングに、 

わかりやすく理解でき
る情報が必要 
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 4.1.2 補装具費支給制度の効果的な普及のあり方の方向性 

前述の課題整理から、「誰に伝えるのか」「何をどんな表現で伝えるのか」を見極

め、普及展開を図っていくことが重要である。 

 

  方向性①：情報を伝えるべき対象像、アプローチしやすい情報提供手段が重要 

    インターネット等で情報が収集でき制度内容等を理解できている、相談できる機

関に情報提供がされている者は問題がないが、情報にたどり着けない、相談ができ

ない人が存在し、情報提供の強化が必要となっている。 

  （下表再掲） 

情報を収集している、適切に相談できている人 情報にたどり着けない、相談ができていない 

 自分でインターネット等による情報収集が
でき、制度の内容や必要事項を理解できる

人 

 適切に相談できる機関との連携ができ、自
分に必要な補装具をコーディネートされ、

制度についての説明も受けている人 

 障害者手帳の取得ができていない、適切
な相談窓口への相談ができていないため

に制度について知らない人 

 障害者手帳取得時に説明は受けたもの
の、理解できておらず、制度活用に至っ

ていない人 

 適切な情報提供（視覚障害者や聴覚障害
者に対する情報保障ができていない）が

されておらず、制度についての情報が適

切に得られない人 

 

 
 
 

〇ただし、関係各機関においても、情報提供の体制構築が必要 

 ➡情報提供を関係各機関で適宜行い、また、情報内容の理解を促進することが必要 

 

〇誰もが情報にたどり着けるよう、多様な情報手段の活用が必要 

  ➡わかりやすさ、簡潔さ、理解しやすさが必要 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引き続き、適切な情報提供が

必要な対象像 

情報提供を強化すべき対象像 
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  方向性②：対象者にとって必要な情報内容、わかりやすい情報構成・表現のあり方が重要 

    情報が必要な対象像にとって、制度そのものについてが多くの情報に埋もれて認

知できていない状況であるとともに、内容についても仕組み、申請の流れ、種類や

要件、費用など各段階の情報が必要となっている。 

 

制度そのものが知りたい  制度の詳細な内容が知りたい 

   

 制度の概要 

 仕組み 

 大まかな申請の流 

 必要事項  など 

 制度の活用方法について 自分に必要な補装具として 

どんな支給が受けられるのか 

  自分の要件に合った助成制
度は何か？ 

 補装具費支給制度はどのよ
うに受けられるのか？（申

請方法、必要書類、支給判

定の流れなど） 

 支給対象は何か？（対象補
装具の種目や基準額など） 

 修理や再支給について 

 受給にあたっての留意点
は？ 

 

 

 
 
 多くの情報に埋もれては理解できず、認知もできない（「障害者福祉の手引き」の一部で
は埋もれてしまっている） 

 難しい言葉、煩雑な書類の作成が情報理解を阻んでいる 

 「自分に必要な補装具が申請できるのか」をどのように判定されるか、判定に至るまでに
どのような相談ができるのかなど、「相談」との紐づきが見えない 

 知りたい情報（支給額等）にカンタンにたどり着けない 
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4.2 広報ツールの作成・展開 
 4.2.1 広報ツールの作成 

前述で検討した方針から、広報ツールは、 

ツール①：制度そのものを知り、全容が理解できる「とば口」となるツール 

ツール②：制度の内容をある程度詳細に理解し、利用にあたっての必要な情報が

わかるツール 

  の２段階のツールを作成した。ツール②については、相談される側にも共有すること

が重要であり、かつ、既往の様々な情報へとリンクさせていく必要がある。 
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ツール①：制度そのものを知り、全容が理解できる「とば口」となるツール 

〇８ページ構成（1～3、8ページ） 
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〇８ページ構成（4～7ページ） 
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「補装具費支給制度・ 

利用詳細ガイド」 

発行：「補装具費支給制度の効果的な普及方法に向けた検討

会」（厚生労働省障害者総合推進事業）／事務局・社

１.「補装具費支給制度」は、誰が、どんな場合に使う制度ですか？  

２.支給が受けられる「補装具」について具体的に知りたい！ 

ツール②：制度の内容をある程度詳細に理解し、利用にあたっての必要な情報がわかるツール 
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 補装具が必要となったとき、使える制度がいくつかありますが、制度の利用には優先性

があります。下図のように、社会保険制度や社会福祉制度で優先して適用される制度があ

り、これらが適用されない場合、「補装具費支給制度」を利用できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１.「補装具費支給制度」は、誰が、どんな場合に使う制度ですか？  
① 福祉用具の使用に使える制度としては、どのような制度があるのでしょうか？ 

※労災保険による車椅子の支給は、症状固定が前提であったが、H20.3.31より症状固定前療養中の場合であっても必要性(以下
の要件)が認められれば車椅子の支給が可能。 

 ・療養(補償)給付を受けている人（概ね３か月以内に退院見込みのない入院療養をしている人は除く）で、傷病が症状固定し
た後においても義足及び下肢装具の使用が不可能であることが明らかである場合 

 ・傷病(補償)年金の支給を受けている人で、その傷病の療養のために通院していて、義足及び下肢装具の使用が不可能である
人 

優先性・高 優先性・高 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

福祉用具が必要 

病気？ 

仕事中の事故？ 

交通事故？ 

治療用装具？ 

公的年金？ 

戦傷病者？ 

身体障害者手帳はある？ 難病等 

労災法の適用？ 

自賠責がある？ 

健康保険はある？ 労災保険法による

治療中？ 

戦傷病

者特別

援護法 

介護 
障害者 

総合 

支援法 

生活 船員 健康 
自動車損

害賠償保

障法 

労働者災

害補償保

険法等 

 

全額 

はい 

はい はい 

はい はい 

はい はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

はい 

※ 

〇補装具費支給制度 

〇日常生活用具給付等事業 

難病対象疾病 
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 ■制度によって支給可能な種目が異なります 

制度によって支給可能な種目が限られていることがあります。 

例えば、各種の健康保険による治療用装具では、義肢・装具の製作は可能ですが、

車椅子、電動車椅子、座位保持装置等は治療が目的ではないため製作ができません。 

 

 ■難病患者の方も補装具費支給制度の利用が可能です 

補装具費支給制度や日常生活用具給付等事業など、「障害者総合支援法」では、身

体障害者手帳を取得していなくても、政令で規定された難病等の患者の方にも制度を

ご利用いただくことが可能です。 

※対象疾病は、厚生労働省のホームページに記載されています。 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html 

 

 ■生活保護受給中の方で身体障害者手帳を取得している場合は「補装具費支給制度」の

利用が可能です 

生活保護受給中の方で治療用装具が必要な場合は、生活保護法による装具製作とな

りますが、介護保険の対象の場合には介護保険法が、また、身体障害者手帳を取得し

ていて補装具が必要な場合には、障害者総合支援法での補装具費支給が可能です。 

※介護保険で貸与される補装具は、車椅子、歩行器、歩行補助つえといった補装具

と同様の品目が含まれており、これらは介護保険が優先されます。ただし、貸与

される用具は既製品の中からの選択することとなるため、医師や身体障害者更生

相談所などが障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合に

は補装具費として支給される場合もあります。 

 

 ■他の制度で交付された補装具の更新・修理は制度をまたいだ対応が可能です 

自費購入や、障害者総合支援法以外の法律で交付された補装具の更新や修理は、そ

の人にとって真に必要な補装具であるかの判断がされた上で、必要であれば補装具費

支給制度での対応も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/index.html
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 『障害者総合支援法』では、自立支援給付のひとつとして、「障害者等の身体機能を補

完し、または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもの」として補装具費の支

給を行っています。 

 

(1) 対象となる「補装具」とは？ 

 では、補装具とは何をさすのでしょうか？ 

 この制度では、『障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面におけ

る能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成

助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具』

とされています。種目と種類は以下に挙げられるものとなっています。 

 対象種目などについては、p.8～に挙げていますので、参考にしてください。 

 

(2) 「支給制度」はどのように受けられる？ 

 補装具の支給が申請者に必要と認められる場合に、補装具の購入、借受け、修理の費用

を支給する制度です。 

 

 ① 対象要件があります 

補装具費支給制度は、以下のいずれかに該当し、補装具の購入、借受け、修理が必

要な方が対象となります。 

 〇身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者等 

 〇総合支援法の対象となる難病患者等(対象疾病については p.2に参照データペ

ージを掲載) 

 

 ② 費用負担があることを認識しておきましょう 

本制度では、原則支給内容の１割の自己負担があります。ただし、申請者の世帯の

所得に応じて負担の上限額があります。 

 

所得区分 負担上限額 

生活保護 生活保護世帯 0円 

低所得 住民税非課税世帯 0円 

一般 住民税課税世帯 37,200円 

※ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合（本人又は世帯員のうち市町村民税

所得割の最多納税者の納税額が４６万円以上の場合）には、補装具費の支給対象外となります。 

※生活保護への移行防止措置があります。 

 

 

 

② 「補装具費支給制度」はどんな制度ですか？ 
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 ③ 申請には必要な書類などの準備が必要です 

申請に必要なものや書類の様式は、自治体により異なる場合があります。まずは、

お住まいの市区町村のホームページなどに掲載されている申請方法を確認したり、窓

口で相談してみましょう。 

一般的に必要なものは、以下が挙げられます。 
 

 〇補装具費支給申請書 

 〇補装具費支給意見書（支給の根拠となる書類で医師が記載するものです。） 

 〇身体障害者手帳（難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証） 

 〇その他に本人確認書類などが必要です 

 ※補装具事業者が市区町村長宛に作成した見積書等が必要な場合もあります 

 

  ■医師の意見書 

補装具の支給の根拠となるものとして、医師による意見書が必要です。意見書の

様式は自治体によって異なる場合がありますので、自治体のホームページなどを確

認いただくほか、窓口にお問合せ下さい。 

 

 ④ 申請に基づく判定（要否判定）によって支給が決定します 

補装具費支給の判定は、「身体障害者更生相談所の判定により市区町村が決定」する

場合と、「医師の補装具費支給意見書により市区町村が決定」する場合があります。 

 

身体障害者更生相談所の判定により 市区町村が決定  医師の補装具費支給意見書により

市区町村が決定  

更生相談所に来所（巡回相談 

等含む）判定  

医師作成の補装具費支給意見

書等により更生相談所が判定  

・義眼  

・眼鏡（矯正眼鏡・遮光眼鏡） 

・コンタクトレンズ・弱視眼鏡 

・車椅子（レディメイド）  

・歩行器 

・視覚障害者安全つえ  

・歩行補助つえ 

 

 

 

 

 

 

 

・義肢  

・装具  

・座位保持装置  

・電動車椅子 

の新規購入 

・特例補装具 

 

 

・補聴器  

・車椅子（オーダーメイド）  

・重度障害者用意思伝達装置  

の新規購入  

 

  ■身体障害児の場合は支給意見書を省略することができます 

身体障害児は、その保護者から支給意見書等の提出を受け、支給の判定を行いま

すが、身体障害者手帳によって補装具の購入や修理の必要性を確認できれば、支給

意見書を省略することができる場合があります。 

更生相談所は、できる限り切断その

他の医療措置を行った医師と緊密な

連絡を取り判定を慎重に行います。 

上記に係るものであって、補装具費

支給申請書、医師作成の補装具費支

給意見書等により判断できる場合及

び再支給、修理の場合となります。

身体障害者手帳で必要性が判断でき

る場合は、医師作成の補装具費支給

意見書の省略が可能です。  



83 

 

 ⑤ 製作された補装具が処方通りであるかを確認（適合判定）します 

製作された補装具が意見書などに基づく処方通りにできているかを判定します。判

定の結果、適合しないと認められた場合には、補装具事業者に対して改善の指示がさ

れます。 

 

 ⑥ 判定後に補装具費用が支給されます 

自治体又は更生相談所の判定の結果、製作された補装具が申請者に納品され、支払

いをした後、原則申請者の負担分（１割）を引いた額（②にあるように世帯の所得に

応じて負担上限額があります）が支給されます。この場合を「償還払い」と言いま

す。 

基本的には「償還払い」が原則ですが、利用者の利便を考慮し、申請者は自分の負

担額のみを補装具事業者に支払い、残金は補装具事業者が自治体に請求する「代理受

領」のシステムも利用が可能です。 

 

支給の仕組み（償還払いの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※一般的な流れであり、一部異なる場合があります。 

 

 

障害当事者

補装具事業者市区町村

③ 重要事項説明、 契約

④ 補装具の引渡し

③ 製作指導、 適合判定

① 補装具費支給申請

⑥ 補装具費請求

② 補装具費支給決定

　 ( 種目 ・ 金額 )
⑦ 補装具費の支給

② 意見書 ・ 判定書交付

① 意見照会、 判定依頼

⑤ 購入費等支払い

更生相談所
指定自立支援医療機関
保　健　所（ ）
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支給の仕組み（代理受領の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 「借受け」を受けられる場合もあります 

補装具は、その人の身体状況に応じて適合したものを製作することが基本ですの

で、購入が原則です。 

しかし、 

〇身体の成長によって短期間で補装具の交換が必要であると認められる場合 

〇障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合 

〇補装具の購入には複数の補装具の比較検討が必要であると認められる場合 

  には、「借受け」が認められる場合があります。 

 

 

(3) 差額自己負担 

 補装具費の支給が、種目、名称、型式、基本構造などの要件を満たしても、申請者が希

望するデザイン、素材などを選択することによって基準額を超える場合には、基準額との

差額を本人が負担することは差し支えありません。ただし、差額の自己負担が認められる

のは、あくまでもデザイン、素材などの嗜好に関わる部分です。 

 

障害当事者

補装具事業者市区町村

③ 重要事項説明、 契約

④ 補装具の引渡し

③ 製作指導、 適合判定

① 補装具費支給申請

② 補装具費支給決定

　 ( 種目 ・ 金額 )

② 意見書 ・ 判定書交付

① 意見照会、 判定依頼

⑤ 購入費等のうち、
　 自己負担分の支払い
⑥ 代理受領に係る支払い請求

⑦ 代理受領に係る支払い請求

⑧ 補装具費支払い

更生相談所
指定自立支援医療機関
保　健　所（ ）
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(4) 補装具の支給数について 

 補装具の支給数は原則として、「１種目につき１個」です。 

 ただし、障害の状況などで職業上または教育上などで特に必要と認められる場合には、

２個目の支給または２個分同時の支給を受けることのできる場合があります。必要な場合

には、申請の際に窓口に相談してみましょう。 

 家用と外用で使い分けたい、汚れるから、予備としてなどでは２個支給は認められませ

ん。 

 

(5) 補装具支給を受けた後 

 補装具費支給制度では、修理、再支給についても申請ができます。 

 ■修理 

補装具の修理については、購入・借受けと同様の申請が必要です。ただし、直接必

要のない機能やデザイン・素材等の嗜好に関わる部分と判断されたものの修理は、差

額自己負担を求めることになる場合もあります。 

 

 ■再支給 

補装具の種目や型式ごとに設定されている耐用年数（p.8～10参照）を過ぎると、

通常、補装具費の再支給が受けられます。（障害の状況変化で補装具が身体に適合し

なくなった場合や著しい損傷等で修理不能な場合には耐用年数内でも再支給が可能で

す。ただし、耐用年数を過ぎても修理等で継続して使用が可能な場合には再支給の対

象にはなりません） 

再支給の時に前回と使用環境が異なる場合（就労・就学状況が変わったなど）には

対象外となる場合もあります。再支給の際には、主治医や補装具事業者と相談してお

きましょう。 
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(1) 補装具の種目、購入基準価格、耐用年数 

 補装具費支給の対象となる種目、購入基準価格、耐用年数は下表のとおりとなります。 

 〇購入基準価格 

   購入基準価格は、主材料、工作法または基本構造、付属品等によった場合の上限の

価格として定められているものです。 

 〇耐用年数 

   通常の使用・装用によって修理不能となる予測年数として定められていますが、障

害状況の変化や罹災など、本人の責めによらない事情によって修理不可能となった場

合には、耐用年数内でも再支給が可能です。また、耐用年数を過ぎても修理により使

用可能な場合は、再支給の対象ではなく、修理費の支給対象となります。 

   購入基準価格などは年度によって変わる場合がありますので、厚生労働省のホーム

ページなどでご確認ください。参考として、令和３年度の種目一覧を以下に掲載しま

した。 

 

参考：令和３年度補装具種目一覧 

（H18厚生労働省告示第528号、第12次改正 令和３年3月31日厚生労働省告示第145号） 

種目 名称 
Ｒ３ 

購入基準 

耐用 

年数 

義肢（注１、2） 462,000 1～5 

装具（注１、2） 86,000 1～3 

座位保持装置（注１） 388,000 3 

視覚障害 

者安全つ 

え 

 

普通用 

グラスファイバー 3,550 
2 

木材 1,650 

軽金属 2,200 5 

携帯用 

グラスファイバー 4,400 
2 

木材 3,700 

軽金属 3,550 4 

身体支持併用 3,800 4 

義眼 
レディメイド 17,000 

2 
オーダーメイド 82,500 

眼鏡 

矯正用（注 3） 

６Ｄ未満 17,600 

4 

６Ｄ以上 10Ｄ未満 20,200 

10Ｄ以上 20Ｄ未満 24,000 

20Ｄ以上 24,000 

遮光用 
前掛け式 21,500 

掛けめがね式 30,000 

 
２.支給が受けられる「補装具」について具体的に知りたい！  
① どんな「補装具」が支給の対象ですか？ 
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コンタクトレンズ 15,400 

4 
弱視用 

掛けめがね式 36,700 

焦点調整式 17,900 

補聴器 

（注 4） 

高度難聴用ポケット型 41,600 

5 

高度難聴用耳かけ型 43,900 

重度難聴用ポケット型 55,800 

重度難聴用耳かけ型 67,300 

耳あな型(レディメイド) 87,000 

耳あな型(オーダーメイド) 137,000 

骨導式ポケット型 70,100 

骨導式眼鏡型 120,000 

車椅子 

普通型 100,000 

6 

リクライニング式普通型 120,000 

ティルト式普通型 148,000 

リクライニング・ティルト式普通型 173,000 

手動リフト式普通型 232,000 

前方大車輪型 100,000 

リクライニング式前方大車輪型 120,000 

片手駆動型 117,000 

リクライニング式片手駆動型 133,600 

レバー駆動型 160,500 

手押し型Ａ 82,700 

手押し型Ｂ 81,000 

リクライニング式手押し型 114,000 

ティルト式手押し型 128,000 

リクライニング・ティルト式手押し型 153,000 

電動車椅

子 

普通型(4.5km/h) 314,000 

6 

普通型(6.0km/h) 329,000 

簡易型 
Ａ切替式 157,500 

Ｂアシスト式 212,500 

リクライニング式普通型 343,500 

電動リクライニング式普通型 444,400 

電動リフト式普通型 725,100 

電動ティルト式普通型 582,600 

電動リクライニング・ティルト式普通型 1,016,100 

座位保持椅子(児のみ) 24,300 3 

起立保持具(児のみ) 27,400 3 

歩行器 

六輪型 63,100 

5 

四輪型(腰掛つき) 39,600 

四輪型(腰掛なし) 39,600 

三輪型 34,000 

二輪型 27,000 

固定型 22,000 

交互型 30,000 

頭部保持具(児のみ) 7,100 3 

排便補助具(児のみ) 10,000 2 



88 

 

歩行補助

つえ 

松葉づえ 

木材 
Ａ普通 3,300 

2 
Ｂ伸縮 3,300 

軽金属 
Ａ普通 4,000 

4 

Ｂ伸縮 4,500 

カナディアン・クラッチ 8,700 

ロフストランド・クラッチ 8,700 

多脚つえ 6,600 

プラットフォーム杖 24,000 

意思伝達

装置重度

障害者用 

文字等走査入力方式 

5 

 簡易なもの 143,000 

  簡易な環境制御機能が付加されたもの 191,000 

  高度な環境制御機能が付加されたもの 450,000 

  通信機能が付加されたもの 450,000 

生体現象方式 450,000 

人工内耳 人工内耳用音声信号処理装置修理 30,000 － 

注 1)義肢・装具・座位保持装置の基準額については、令和元年度交付実績(購入金額）１件当たり平均単価を

記載。（千円未満は四捨五入。令和元年度福祉行政報告例より。） 

注 2)義肢・装具の耐用年数について、１８歳未満の児童の場合は、成長に合わせて４ヶ月～１年６ヶ月の使用

年数となっている。 

注 3)遮光用としての機能が必要な場合は、30,000円とすること。 

注 4)デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識·技能を有する者による調整が必要な場合は

2,000円を加算すること。 

 

 ■特例補装具 

種目には該当していても、基準に定められた名称や形式、基本構造等に含まれない

ものは、通常は支給の対象にはなりません。 

ただし、障害の状況や生活環境などの真にやむを得ない事情で費用の支給が必要な

場合は、更生相談所の判定などに基づいて支給を受けることができる場合がありま

す。これを「特例補装具」といいます。 

 

(2) 補装具費支給の対象とならない場合 

 以下の場合は、補装具支給の対象とはなりませんので、ご注意ください。 

 〇治療やリハビリテーションのために使用される装具等（例えば、訓練用仮義足、歩行

訓練用短下肢装具、患部変形の矯正用装具など）は、医療保険による給付となること

や、日常生活用ではないため対象とはなりません。 

 〇他の制度等により補装具が支給・修理、貸与及び賠償が受けられる場合は、他の制度

が優先されます。（１.「補装具費支給制度」は誰が、どんな場合に使う制度です

か？をご参照ください） 

 〇一定の所得以上の世帯に属する場合（本人または世帯員のうち、市区町村民税所得割

の最多納税額者の納税額が 46万円以上の場合）は、支給対象外となります。 
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 4.2.2 広報ツールの展開 

作成した広報ツールは、申請者である障害当事者と実施主体である自治体（市区町

村）はじめ関係各機関との「相談」によるつながりの中で、理解を促し、適切な利用

を促すために展開を図っていく形となることが望ましい。 
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4.3 広報ツールの普及に向けた方針の整理 
 

方針①：「ツール配置」を通じた情報に触れる機会の提供 

 

 ◆関係者による課題共有（広報に係る課題の共有による周知の必要性の理解を広める） 

   自治体及び当事者、関係者に対する調査で明らかとなったように、補装具費支給制

度についての情報が必要な人に十分に届いていない現状にあることを、制度の利用に

係る関係者の理解、周知の必要性の認識を広めていくことが重要である。 

   ➡ツールの展開とともに、制度周知の実態・課題も情報共有するチラシを作成（課

題共有チラシ（p.92～参照）） 

 

 ◆関係各機関等における情報共有（関係各機関サイトでの情報共有） 

   広報ツールを紙媒体で展開していくことには限界があり、関係各機関（日本義肢協

会、日本車椅子シーティング協会、日本 ALS協会など）のサイトへの情報展開を図

っていくことが必要である。 

   ➡関係機関での情報掲載（又はリンク）をお願いしていく 

 

 ◆窓口となる自治体へのツールデータの周知 

   特に窓口となり、関係機関との連携のハブとなる「自治体」に対しては、ツールデ

ータの周知が必要である。 

➡以下のようなダイレクトメール 

ハガキでの周知を実施 

  



91 

 

方針②：「相談」におけるツールの活用 

 ◆ツールの展開と併せた「相談」の必要性の関係各者への周知 

   調査の結果でも明らかとなったように、当事者がこの制度の申請において関係する

自治体や更生相談所、リハビリテーションセンターや病院、相談支援機関などにおい

て「相談」（コミュニケーション）によって理解を深め、自分自身の状態にあった、

また利用できる制度の活用をしていくことが重要である。 

   ➡ツール展開とともにコミュニケーションの必要性や課題等について情報共有する 

 

方針③：関係各機関への情報共有による「制度理解」の啓発 

 ◆自治体などをハブとした制度理解の周知展開 

   本制度の周知において関係各機関との連携のハブとなる自治体によって、関係する

リハビリテーションセンターや病院、相談支援機関、補装具製作事業者、障害者支援

施設などに対して、制度理解の啓発展開を図っていただけるよう働きかけを行うこと

が必要である。制度に係る研修等を実施している自治体等もあることから、この場で

のツール展開等も図っていくことが考えられる。 
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チラシ：補装具費支給制度の課題共有 

 
「補装具費支給制度」にかかる情報提供の課題などについて 

 

 厚生労働省の令和２年度障害者総合福祉推進事業「補装具費支給制度の効果的な普及方法に向

けた検討」として、補装具費の支給実態や情報提供の実態などを把握する調査を行い、普及ツー

ルの作成を行いました。 

 普及ツールについては、別紙データを作成しておりますが、このツールの作成に至った実態調

査から整理された本制度の情報提供の課題などについて、以下に整理します。 

 自治体の皆さまをはじめ、補装具の支給にかかる医療関係者、リハビリテーションセンターの

専門職の皆さま、相談支援機関、補装具製作事業者、障害者支援施設など関係各者の皆さまに、

補装具支給制度の情報提供の課題などを情報共有いただき、この制度にかかる情報にたどり着け

ていない、相談ができていない方がいらっしゃる実態をご理解いただければと存じます。 

 ＊本事業の実施主体：社会システム㈱（東京都渋谷区恵比寿 1-20-22 電話 03(5791)1133） 

 

１.本事業の目的と成果 

 上述したように、本事業では、補装具費支給制度にかかる実態調査を実施し、制度普及のため

のツール作成を行いました。成果報告書は、以下の URLからダウンロードできます。 

 報告書 URL： 

  実態把握調査   〇自治体における補装具費支給の実態調査（アンケート調査） 

           〇補装具費支給制度の情報提供にかかる実態調査（障害当事者、自治体） 

           〇自治体及び専門職による運用や情報提供の実態調査 

  普及ツールの作成 〇「補装具費支給制度」利用ハンドブック 

           〇「補装具費支給制度」詳細ガイド①、② 

 

      報告書        利用ハンドブック      利用詳細ガイド 
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２.実態調査結果から整理された問題点 

 本事業では、障害当事者及び関係各者へのアンケートやヒアリング調査を実施し、制度につい

ては以下が求められています。 

  〇当事者は、制度について、欲しいタイミングにわかりやすく理解できる情報を求めている 

  〇補装具支給にかかる関係者に対しては、制度利用について「相談」ができ、情報提供がで

きることを求めている 

しかし、関係者間の連携ができていない、各者が制度について理解できていない、相談に応じ

られないために制度を当事者が理解できないなどの問題点があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

リハビリテー
ションセンター

障害者
支援施設

補装具製作
事業者

障害当事者

病院

自治体

更生相談所等

相談支援機関

 更生相談所と同様、当事者実態を細かく
知る立場にあるが、補装具に対する相談
には乗れていない現状にある。 

 補装具費支給制度については知識を得て
いないのが現状。 

 自治体によっては、リハ関係者等に対す
る制度についての研修を実施している。 

 

 申請窓口では、個別の相談までに乗れて
いない現状。 

 人口の少ない自治体ではツール等も整備
されていない 

 支援センター機能を持つ組織に相談の委
託を行っている場合もある。 

 直接判定を行って各者の状態に合わせた
補装具をコーディネートしている場合も
ある。 

 更生相談所が相談の拠点機能を有してい
るが、それが当事者に伝わっていない。
（医療機関等で紹介してほしいとのニー
ズ有） 

 

 自治体からの委託により各種の相談に乗
っている組織。 

 当事者の個別事情に合わせた補装具や制
度利用についての相談に乗っている。 

 更生相談所と同様、各種の相談窓口であ
ることが当事者に伝わっていないケース
がある。 

 病院、自治体、リハセンター、支援セン
ター等と連携して当事者の相談に乗って
いる場合もある。 

 一方で、上記を通さない場合には直接購
入となり、制度を利用しないケースとな
る場合がある。 

 補装具の必要性を初期
段階で知る機会である
が、現状では治療時期
における補装具の紹介
（医療費での購入が
主）が主。 

 医師の補装具支給制度
に対する認識も低い実
態。 

 制度については、「費用にかかる事項」「制度全体の
仕組み」「支給決定の仕組み」「不具合が出た場合の
取扱い」等の情報が申請当初わからなかった情報。 

 制度について知るのは自治体の説明に寄るところが多
いものの、補装具利用について相談したいタイミング
は「医師によって補装具を使用すべきと診断されたと
き」が多くを占めた。 

 制度に係る情報は「知りたい情報が適切に提供されて
いない」「情報がわかりにくく理解できない」などの
課題が挙げられた。 

 制度について具体的によく理解せずに利用している場
合もあり得る。 

制度利用について補装
具に関する「相談」と
ともに、情報提供がで
きることが必要 

制度について、 

欲しいタイミングに、 

わかりやすく理解でき
る情報が必要 



94 

 

３.制度の普及に向けた課題 

 補装具費支給制度は、「誰に伝えるのか」「何をどんな表現で伝えるのか」を見極め、普及展

開を図っていくことが必要です。 

 ◆情報を伝えるべき対象像、アプローチしやすい情報提供手段が重要 

    インターネット等で情報が収集でき制度内容等を理解できている、相談できる機関に情

報提供がされている者は問題がないが、情報にたどり着けない、相談ができない人が存在

し、情報提供の強化が必要となっている。 

情報を収集している、適切に相談できている人 情報にたどり着けない、相談ができていない 

 自分でインターネット等による情報収
集ができ、制度の内容や必要事項を理

解できる人 

 適切に相談できる機関との連携がで
き、自分に必要な補装具をコーディネ

ートされ、制度についての説明も受け

ている人 

 障害者手帳の取得ができていない、適切な相談窓
口への相談ができていないために制度について知

らない人 

 障害者手帳取得時に説明は受けたものの、理解で
きておらず、制度活用に至っていない人 

 適切な情報提供（視覚障害者や聴覚障害者に対す
る情報保障ができていない）がされておらず、制

度についての情報が適切に得られない人 

 

 
 

〇ただし、関係各機関においても、情報提供の体制構築が必要 

 ➡情報提供を関係各機関で適宜行い、また、情報内容の理解を促進することが必要 

〇誰もが情報にたどり着けるよう、多様な情報手段の活用が必要 

  ➡わかりやすさ、簡潔さ、理解しやすさが必要 

 

  ◆対象者にとって必要な情報内容、わかりやすい情報構成・表現のあり方が重要 

    情報が必要な対象像にとって、制度そのものについてが多くの情報に埋もれて認知でき

ていない状況であるとともに、内容についても仕組み、申請の流れ、種類や要件、費用な

ど各段階の情報が必要となっている。 

制度そのものが知りたい  制度の詳細な内容が知りたい 

   

 制度の概要 

 仕組み 

 大まかな申請の流 

 必要事項  など 

 制度の活用方法について 自分に必要な補装具として 

どんな支給が受けられるのか 

  自分の要件に合った助成制
度は何か？ 

 補装具費支給制度はどのよ
うに受けられるのか？（申
請方法、必要書類、支給判
定の流れなど） 

 支給対象は何か？（対象補
装具の種目や基準額など） 

 修理や再支給について 

 受給にあたっての留意点
は？ 

 

 

 多くの情報に埋もれては理解できず、認知もできない（「障害者福祉の手引き」の一部で
は埋もれてしまっている） 

 難しい言葉、煩雑な書類の作成が情報理解を阻んでいる 

 「自分に必要な補装具が申請できるのか」をどのように判定されるか、判定に至るまでに
どのような相談ができるのかなど、「相談」との紐づきが見えない 

 知りたい情報（支給額等）にカンタンにたどり着けない 

引き続き、適切な情報提供が必要な対象像 情報提供を強化すべき対象像 
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検討委員会は、下表の委員をメンバーとし、３回の開催を実施した。 

 

補装具費支給制度の効果的な普及方法に向けた検討会 委員名簿 

座長 竹島 恵子 (公財)交通エコロジー モビリティ財団 バリアフリー推進部 

委員 木島 真央 メイ・ソリューション株式会社 

剣持 悟 川村義肢株式会社 

硯川 潤 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 福祉機器開発室 

谷 映志 国立障害者リハビリテーションセンター 神戸視力障害センター 

山口 公深 熊本県福祉総合相談所 障がい相談課 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 水村 慎也 
厚生労働省 社会・援護局  

障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 課長補佐 

事務局 高光 美智代 社会システム株式会社 企画調査グループ 課長 

梅崎 良樹 社会システム株式会社 企画調査グループ 係長 

石澤 一輝 社会システム株式会社 企画調査グループ 

 

■検討内容 

各検討会の検討内容は以下のとおりである。 

検討会 開催日時 検討内容 

第１回 R2.9.15(火) 

14:00～16:00 

・事業の概要について 

・事前ヒアリングを踏まえた検討の進め方について

（課題共有） 

・補装具費支給の実態調査について 

・普及方法の検討方針について 

第２回 R2.12.8(火) 

14:00～16:00 

・自治体アンケート結果の報告 

・当事者アンケート結果の報告 

・関係者・専門職ヒアリング結果の報告 

・調査結果を踏まえた制度の普及方法の検討 

第３回 R3.3.4(木) 

14:00～15:30 

・広報ツールの作成、普及に向けた方針について 

・報告書(案)について 

Ⅳ.検討委員会の実施状況 
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■検討会議事概要 

各検討会の議事概要は以下のとおりである。 

第 1回 

補装具費支給制度の効果的な普及方法に向けた検討会 ご意見・ご指摘 

日 時 令和 2年 9月 15日（火）  14：00～16：00 

場 所 Web会議 

出席者 （敬称略） 

（委員長/委員）  

座  長 竹島 恵子  (公財)交通エコロジーモビリティ財団ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進部 

委  員 木島 真央  メイ・ソリューション株式会社 

剣持 悟   川村義肢株式会社 

硯川 潤   国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所福祉機器開発室 

谷 映志   国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ神戸視力障害センター 

山口 公深   熊本県福祉総合相談所 障がい相談課 

（行政） 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部企画課自立支援振興室 水村 慎也 

 

（事務局） 

社会システム株式会社 高光 美智代、梅崎 良樹、宇津木 里沙、石澤 一輝 

資料 資料 1 委員名簿 

資料 2 本事業の概要 

資料 3 事前ヒアリングを踏まえた検討の進め方について 

資料 4 補装具費支給の実態調査について    

１． 開会 

（１）挨拶 

（２）配布資料の確認 

 

２． 議題 

（１）本事業の概要について 社会システムより資料 2の説明がなされた。 

※意見無し 

（２）事前ヒアリングを踏まえた検討の進め方について（課題共有） 

 社会システムより資料 3の説明がなされた。 

剣持委員 

 検討対象範囲がすごく広い印象である。地域も障害も様々なので、どこから手をつけるのか
がイメージが湧きづらい。 

竹島座長 

 障害の範囲や重点的な項目などに対してもこの委員会の中で絞り込んでいければよい。 
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厚生労働省 水村 

 補装具に関してイメージしやすいのは車椅子であるが、そもそもどういう人が何をもらえる
のかについて、一般の国民が分かっていないのではないかという問題意識である。下手する

と自治体の職員でさえわかっていない分かっていない部分がある。義足については、例えば

手帳を所持している方を対象にしているが、障害児の場合は手帳の有無は関係ない。また、

難病に関しても、障害者手帳と同等というところでは、手帳がなくても可能である。そうい

う誰がもらえるかというところからまずご理解いただくというのが一つの切り口である。ま

た、品目に関しては、全部の修理基準から全部の補装具を並べる必要はないが、例えば視覚

の補装具だと、白杖や義眼などの、身体を補完代替するものの他にコンタクトレンズも対象

であることについては知らない場合が多い。そのようにどういう補装具が対象で、どういう

人が対象でといった、身近な部分の情報を、国民が理解できるようなツールを作っていくっ

ていうスタンスでお願いできればと考えている。 

硯川委員 

 この検討会は、補装具の普及制度に関して潜在的なユーザーへの広報だという大目的があっ
たと思うが、ここの部分は国民全員にリプレイスされたということか。それとも、国民全員

を含む潜在ユーザーとして障害の当事者ではない健常者にもリーチしていくのか。 

社会システム 高光 

 国民全体よりも、情報を必要としている障害当事者が主と考えているが、国民全体とおっし
ゃられたのは、どういった障害が起こってしまったというか、障害を持ってしまった人がま

だ不安でいる状態みたいなところが、今おっしゃられた潜在的なというところに入ると思う。

潜在的な人でも、まだ自分が全く知識のない中でこれから補装具を使わなきゃいけないみた

いなところの人にも響くようなという意味合いで国民全体という意図であると思う。 

硯川委員 

 国民一般としては、重度の障害をもてば何らかの公的な支援で福祉用具の一部を入手できる
というコンセンサスはおそらく日本ではあると思う。もし国民全体っていうものをスコープ

に入れるのであれば一般人への調査は必要になると思う。基本的には制度利用者または障害

当事者メインターゲットにしておきつつ、広報ツールを市役所に置いていて、一般の人が手

に取って知ってもらえるレベルの方がよいのではないか。その際に一般の人にもわかりやす

い記述、程度の考えてやっておいた方が軸がぶれなくていいと思う。 

厚生労働省 水村 

 その認識でよいと思う。 
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（３）補装具費支給の実態調査について 

 社会システムより資料 4の説明がなされた。 

山口委員 

 障害当事者アンケートについて、年齢に関する設問で、当事者が障害児の場合、親御さんと
か記載されると思うが、その場合誰が記入したかが分かるとよい。また、年齢区分で障害者

と障害児は、18歳が線引きになるため、その点修正をお願いしたい。 

社会システム 高光 

 ご指摘の通り修正する。 

硯川委員 

 おそらく調査の B（当事者アンケート）が、この事業の根幹になってくると思う。とにかく

これを早めにやっていただいて、データを拝見したい。 

 こういう調査で悩ましいのが、団体経由であれば、団体に紐づいている方というバイアスが
かかるのを懸念している。団体に所属していながら、補装具の情報を持ってないっていうこ

とが、あまり私の感覚だと想像ができないので、何か良いアプローチのアイデアないかなっ

ていうのが正直なところである。例えばミライロのような障害者の調査を請負でやっている

ようなところだと、こういうところも紐づいている方と全く別の群が存在する可能性がある。

最近では、障害者団体の組織率が悪くなってきており、若い人が所属していないというのが

実情である。別のところにコミュニティができており、そこにリーチできるかが、この事業

の目的にはあっていると思う。団体の外へのリーチというのを少し考えていただければと思

う。 

竹島座長 

 団体に属さない方が今増えてきている中で、どういうふうにそういった方にアクセスしてい
るかっていうところはすごく大きな課題だと思う。アプローチ方法に関しては今回の資料で

は記載されていなかったが、障害当事者の方については、メールや郵送などの、回答者が希

望される方法を選択していただけるような形で柔軟に対応できるとよい。具体的に、このア

ンケート調査としてどれぐらいの回答数のボリュームを想定しているのか。 

社会システム 高光 

 毎年この対象団体の方にはアンケートをいろんな形でさせていただいているが、なかなか団
体を通しても、なかなか集まらないのが実情である。日視連のようなところだと 200ぐらい

スパッと集まるが。障害当事者の方にアンケートをしていく上で、障害それぞれで 100サン

プル程度は集めたいと考えている。その中でも肢体不自由が一番捕まえるのが難しい。特に

今おっしゃられたように、団体になかなか属していないケースが多い。そういう方々にこそ

聞きたいが、そのコミュニティがなかなかつかめないという問題意識である。先ほどミライ

ロさんにというお願いもあったが、そこも費用がかかってしまうという問題があるため、ち

ょっとこの今の事業費の中でなかなかそこを捻出するのが難しい。 

 例えば、SNS で繋がっている人をうまく知り合いの障害者の中で拾っていく方法もあるが、

それにもちょっと数に限界があると考えている。インターネット調査が皆さん答えやすいと

思っているため、基本はインターネットにして、視覚障害者の方には他の方法にして、スマ

ホでも答えられる形で実施できればと考えている。 
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剣持委員 

 例えば 18 歳以下の支援学校とか、そういう学校ルートで攻める方法もあるのではないか。

どうしても関係者になると情報に辿り着いた人たちに対して集計するみたいになるのが否め

ないが、今からやろうとしているのは、情報にたどり着けない人をどうやって拾っていくか

っていう話だと思う。 

 例えばモデルケースになるような「うまくいってる理想的な自治体」を拾ってそこの全数調
査か、その自治体の中からいくつか拾うという方法もあるのではないか。例えば就労支援事

業所に丸ごと全部声かけてみるような方法もある。 

竹島座長 

 モデル的自治体とそうでない自治体を比較するのはよいアイデアかもしれない。 

社会システム 高光 

 団体に聞く場合でも偏っているところはあるので、一つの市なら市にそこにいらっしゃる障
害当事者さんを対象として実施すると、支援学校や構成相談所、相談支援専門員との関係性

もすごくわかると思う。それが自治体にとって嫌な面もあぶり出してしまうかもしれないの

で、まとめる際は、A市みたいな形で最後は整理するっていう形でもよいかもしれない。 

剣持委員 

 その悪いところは探し出したらきりがないと思うが、例えば所沢市などはモデルケースにな
ると思う。その理想的な自治体がどうやって情報共有してるかを把握する方法は、時間もな

いなかで、広げていく形としてはいいのではないか。 

竹島座長 

 例えばモデルが札幌だったとした場合、それと同じぐらいの人口の規模の自治体さんを無作
為に選んでみて、その二つで比較してみるのもあるかと思う。 

木島委員 

 調査対象案で、例えば肢体不自由のところであれば、身体障害者の団体連合会などがあるが、
この調査票を回答するのはそこから紹介されたり、所属する個人の方がこれを回答するイメ

ージか。 

 そうである。メーリングリストを流していただく予定である。 

木島委員 

 資料の対象団体の中で患者団体は含まれていないが、患者団体や当事者団体は入れていく予
定はあるか。 

社会システム 梅崎 

 今挙げているような団体さんは割と会員さんをきちっと管理されていて、アンケートがしや
すいので提示している。 

木島委員 

 私の関係では、意思伝達装置関係では ALS協会とかで患者団体なんていうところも入ってく

ると、網羅しやすくなると考えている。当事者アンケートについても、申請をしたのが誰な

のかもポイントになってくると思う。例えば、意思伝達装置の最初の申請は、病院のソーシ

ャルワーカーさんが担当するが、病院を退院して地域に戻ってきた後に、意思伝達装置は使

っているが、その後の修理申請については、当時病院任せにしていたので、全くわからない

っていう課題があった。先ほどの課題の中でも、利用者負担が大きすぎてなかなか申請手続
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きが進まないというところもあったりするため、実態調査の中で、そういった点が見えてく

るといいなと思っている。 

 また、自治体の窓口を担当されている職員さんも、補装具費と日常生活用具の区別がついて
いないっていうところもある。今回も日常生活用具の区別がしっかりついている職員さんか

ら回答してもらえるといいと思う。 

 自治体向けのアンケートの問 2で意思伝達装置は文字等操作入力方式と生体現象方式に大き

くわかれるが、この中で付随するような形で入力装置など、意思伝達装置周りの周辺機器に

関する項目がある。アンケートに全て入れる必要はないが本体等周辺機器以外みたいな形で

分かるとよい。特に意思伝達装置が進行性の難病の方が使われている場合だと、本体は壊れ

ていないが、入力装置の方が病状の進行で使えなくなって修理という形の申請が含まれてい

くケースが非常に多くある。 

竹島座長 

 ご指摘頂いた項目は追加していただければと思う。 

剣持委員 

 自治体アンケートの問 2-1の給付の支給、支給件数というデータは、自治体が持っているの

か。 

社会システム 梅崎 

 今回のポイントとしては障害児と障害者に分けて把握するところにある。国の方ではその点
を把握してないとのことです。また、修理と再交付という観点でも把握できればと考えてい

る。 

山口委員 

 統計に関しては、厚生相談所の方で判定件数は取得している。また、市町村が独自に判定し
ているケースもある。全国の数とかっていうのは、多分明確には出てないのかなと思う。 

厚生労働省 水村 

 公的に出されているのは福祉行政報告例以外はない。ただ直近で 30 年度のデータなので、

31年度が欲しい場合は 1年遅れぐらいで出てくる。厚労省の HPでも見れると思うが、例え

ば福祉行政報告例で例えば義手、装具、義眼があって、申請の件数があって決定件数がある。

その中で購入や修理、借受の別があるが、今回は者と児の内訳についてどのくらいの数があ

るのかについて把握したいというところが主である。 

竹島座長 

 ヒアリング調査は、協会やリハセンターさんからご紹介いただいて、一対一でヒアリングす
るということか。 

社会システム 高光 

 それぞれのお立場があるので、おっしゃる一対一で実施できればと思う。相談支援専
門員が相当数いらっしゃると思うが、お忙しいことが想定されるので、去年も同じ相

談支援専門員にアンケートを取ったが、非常に回収数が低かったので、相談支援専門

員へのアプローチは協会さんにお話を伺えればと思う。 

竹島座長 

 調査ボリュームはどのくらいか。 
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社会システム 高光 

 全体ボリュームというよりかは、それぞれの職で異なるため、国リハさんにもご協力
いただき、それぞれの補装具の係る職員さんにお繋ぎ頂ければ幸甚である。 

 障害当事者へのアンケートは、先ほど提案頂いたモデル都市の選定に関しては、皆様
に賛同いただけるようであれば、面白い調査ができると思う。 

山口委員 

 モデル都市については、横浜市さんは結構しっかり取組をされている印象はある。 

 

 

第２回 

補装具費支給制度の効果的な普及方法に向けた検討会 ご意見・ご指摘 

日 時 令和 2年 12月 8日（火）  14：00～16：00 

場 所 Web会議 

出席者 （敬称略） 

（委員長/委員）  

座  長 竹島 恵子  (公財)交通エコロジーモビリティ財団ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進部 

委  員 木島 真央  メイ・ソリューション株式会社 

剣持 悟   川村義肢株式会社 

硯川 潤   国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ研究所福祉機器開発室 

谷 映志   国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ神戸視力障害センター 

山口 公深   熊本県福祉総合相談所 障がい相談課 

（行政） 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部企画課自立支援振興室 水村 慎也 

 

（事務局） 

社会システム株式会社 高光 美智代、梅崎 良樹、宇津木 里沙、石澤 一輝 

資料 資料 1 委員名簿 

資料 2 自治体における補装具費支給の実態把握アンケート調査集計結果 速報版 

資料 3 補装具費支給に関する当事者アンケート調査集計結果 速報版 

資料 4 関係機関・専門職の方へのヒアリング結果 

資料 5 調査結果を踏まえた制度の普及方法の検討    

１． 開会 

（１）挨拶 

（２）配布資料の確認 

 

２． 議題 

（１）自治体アンケート結果（速報値）について 

 社会システムより資料 2の説明がなされた。 
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剣持委員 

 自治体の人口規模と問合せ件数の関係は、どのように解釈したらよいのか。また、1 万人未

満自治体の人口が総人口に占める割合等は分かるか。 

社会システム 梅崎 

 1万人未満の自治体が 519件、1万人以上 5万人未満が 682件等となっている。 

剣持委員 

 1 人で対応する自治体に居住している人口が、総人口に占める割合等が分かると良い。自治

体の数で示されても分かりにくい。なぜ人口規模と比例関係にある項目を抽出したのか。 

社会システム 梅崎 

 自治体の人口規模と当該自治体に居住する当事者数は、比例関係にあるという前提のもと、
人口規模で切り口を設けることでどのような違いがあるのかを確認する意図がある。 

剣持委員 

 人口規模にかかわらず、共通の課題として取り上げているのか。 

社会システム 梅崎 

 人口規模の大小による固有の課題かを確認したい。 

硯川委員 

 そのような主張をしたいのであれば、横軸に人口、縦軸に問合せの頻度を表す代表値を取り、
グラフの傾きを見るというかたちで定量的に分析をしないといけない。10 ページについて

は、「人口が多いほど高頻度」の項目として 3つを挙げているが、他の項目でも同様の傾向

が表れる可能性がある。そもそも、問い合わせ件数の総数に相関している可能性が高い。今

回の資料は速報値ということで、もう少し詳細に主張したい場合は、別の手法を用いた分析

をしないと納得感は薄い。 

竹島座長 

 最終的に取りまとめる際には、ある程度考察も加える必要がある。 

 

（２）当事者アンケート結果（速報値）及び関係者・専門職ヒアリング結果について 

 社会システムより資料 3、4の説明がなされた。 

山口委員 

 資料 3の回収枚数で大阪府が多い理由は何か。 

社会システム 高光 

 今回のアンケートは、全国に配布したものではなく 4つの自治体を対象としている。大阪府

は、剣持委員に大東市と四條畷市に配布いただいたため、枚数が多くなっている。なお、視

覚障害者及び聴覚障害者については、サンプルが得られないことが分かったため、団体に依

らない方にご協力をいただいた。剣持委員、木島委員、硯川委員には、この場を借りて御礼

申し上げる。 

剣持委員 

 まだ未回収のところがあるため、追加で回収する。 

 入所施設の職員にお願いしたら、本人も親も書くことができないと断られた。全ての設問に
は回答いただけていないが、施設の意見を代表して、職員に書いていただいた回答がある。 



103 

 

竹島座長 

 最終的なアンケート結果に反映させるかどうかは別として、入力は必要である。 

厚生労働省 水村 

 補聴器は、聴力レベルが 70dB以上で身体障害者手帳取得者であれば、高度難聴として補装

具費支給制度の対象となるが、軽度・中度難聴に関しても補装具として補聴器を出して欲し

いという要望がかなり多い。そのため、ほとんどの自治体で、補聴器に関する自治体独自の

助成を行っている。補装具費支給制度と自治体独自の助成が混在している場合がある。また、

安価な補聴器は質が悪く、本人にマッチしない場合もあるとのことだが、デジタル式の補聴

器において、言語聴覚士（ST）もしくは認定補聴器技能者が調整した場合は、加算をすると

いう仕組みを過去に国として作っている。 

竹島座長 

 別の地域でヒアリングすることは検討しているのか。 

社会システム 梅崎 

 ヒアリングを行った仙台市及び川崎市は、政令指定都市であるが、課題が多いのは人口の少
ない自治体であると考えられる。自治体アンケート結果から、課題のある自治体の参考とな

るような取り組みをしている自治体を抽出し、今後そこにヒアリングを行うことを予定して

いる。 

硯川委員 

 資料 3の 7ページにおいて、「はじめて申請した時に制度を知っていたか？」という円グラ

フの「はじめて申請した際に、すでに知っていた＋補装具について、相談にいったときに知

った」という回答があるが、単一回答の設問ではないのか。 

社会システム 梅崎 

 単一回答の設問だが、紙アンケートにおいて複数回答した人が一定数いたため、Aかつ Bと

いう選択肢を設定している。スクリーニングも検討したが、困難であった。 

硯川委員 

 資料 3 の 10 ページの「なぜ今は利用していないのか」において、「申請手続きが面倒、困

難」とあるが、希望している補装具とクロス集計を行うと有意義だと思う。高額な補装具ほ

ど申請手続きを行うモチベーションが働くように思う。 

 資料 3 の 16 ページにおいて、「利用方法がわからない」「申請手続きが面倒」が合わせて

約 50%もあるというのは、今後の制度の在り方に対する示唆となる重要なデータである。障

害種別や希望する補装具とのクロス集計を掲載すると、より対策が立てやすいのではないか。 

木島委員 

 制度を利用したいができない理由として、前年度の所得が多すぎるということも考えられる。
例えば、もともと高額所得者ではないが、土地を処分したことで一時的に所得が高くなった

等の理由がある。 

社会システム 梅崎 

 その他については、「対象の基準外のため」と「今後申請予定」という回答があった。前者
に関しては、上記に該当する可能性がある。 

木島委員 

 追加で情報があれば教えて欲しい。 
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谷委員 

 視覚の補装具は、杖で最高 7～8 千円程度、眼鏡で数万円のため、手続きの面倒さと秤にか

けた際に、自費で購入するケースが多い。そのため、「申請手続きが面倒」という回答の詳

細を知りたい。 

 仙台は、「アイサポート仙台」があるため、視覚障害リハビリテーションの中でも恵まれた
地域である。このような事業所や法人がない地域に、補装具費支給制度の情報を広めるため

には、今回の成果物のツールが重要となる。 

 

（３）調査結果を踏まえた制度の普及方法の検討について 

 社会システムより資料 5の説明がなされた。 

剣持委員 

 当事者アンケートは、大東市と四條畷市を中心に配布したため、大阪府や全国の障害当事者
に一般化しないようにして欲しい。あくまでも、大東市及び四條畷市のケーススタディと捉

えた方が良い。また、知的障害者団体である「手をつなぐ親の会」の大阪府の施設にも配布

されているため、そちらのウェイトが大きくなっていることで、データが不自然になってい

る可能性がある。そのため、大阪府でまとめるのではなく、大東市と四條畷市で何か違いが

あるか分析してみても良いと思う。 

社会システム 梅崎 

 自治体の属性データがあるため、それをもとに分析してみたい。 

硯川委員 

 スライド 4で課題を掘り下げているが、ここにある通り 3段階における情報提供が必要だと

思う。その内容全てを A6で 8ページの冊子にまとめられた場合、読む気が失せるうえ、理

解できる情報が少なくなる。わざわざ情報量を下げて提供するのが最適かは、疑問がある。 

 最近は、様々な情報が動画から得られる。無論、アクセシビリティの問題があるため、文字
データが適している場合もあるが、近年の情報流通を踏まえた媒体での情報提供を検討して

欲しい。 

山口委員 

 必要な人に必要な情報が届くよう、細分化したリーフレットを作成できると良いと思う。全
てまとめると、不要な情報に埋没する可能性がある。 

 啓発ツールは、補装具製作事業者にも配布するとのことだが、どのような事業者を対象とす
るのか。補装具費支給制度を知らない事業者が、急に見積もりを出してくるケースもあるが、

そのような何も知らない事業者に啓発ツールを配布できると良い。 

社会システム 高光 

 自治体を通して、関係機関に啓発ツールを配布予定であるが、補装具製作事業者や販売店は
無数にあり、行き渡らせるのは難しい。ヒアリングをしながら配布方法を検討していきたい。 

厚生労働省 水村 

 補装具製作事業者は、大半が日本義肢協会に所属しており、所属している事業者については、
単に義肢装具を作成するのみならず、支給決定のプロセスも知っていると思うが、職人気質

で知らない人もいるかもしれない。また、今後も様々な事業者が参入してくる可能性もある
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ため、日本義肢協会の HPにリンクを貼っていただいても良いかもしれない。 

木島委員 

 広報ツールに、補装具導入後の修理等の情報を入れて欲しい。 

竹島座長 

 先ほど、動画を使用した情報提供の話があったが、動画を使用している好事例はあるか。 

硯川委員 

 公的なものでは見たことがないが、サーチエンジンも動画を検索結果の上方に表示させる。
いきなり文字情報の PDFが、結果で表示されることが少なくなっている。無論、PDFの文字

データは重要ではあるが、もう少し多方面の情報提供手段を検討して欲しい。 

竹島座長 

 自由記述を見ると、高齢者は、インターネットに接続できない人も多い中、紙媒体も欲しい
という意見もあったため、両方向で考える必要がある。 

山口委員 

 川村義肢で当事者への説明用のリーフレット等はあるか。 

剣持委員 

 会社のカタログ等には、補装具費支給制度についての説明のフローチャートが掲載されてお
り、HPでも確認できると思う。ただし、自分がどこに該当するのかが、当事者には分からな

いと思う。HPに基本情報を入力し、その後条件分岐していき、最後に詳細が書いてあるペー

ジにつながるというようなイメージで、欲しい情報にたどり着けるための目次がついた紙媒

体があり、最終的には QR コードで HP の動画につながるようなものがあると良い。紙媒体

とアプリの中間のようなものが理想である。 

竹島座長 

 フローチャートのようなもので、自分がどこに該当するかが分かると良い。「はい」「いい
え」で答えると、自分の見たいページに結びつくと分かりやすいと思うので、事務局で検討

して欲しい。 

厚生労働省 水村 

 リーフレットにする際の参考イメージはあるか。 

社会システム 高光 

 厚労省の補助犬普及啓発事業のリーフレットを参考にしたいと考えている。補装具費支給制
度を広報ツールのみで伝えるのは、かなり難しい。「制度について理解したい」「自分に必

要な補装具を購入するのに有効な手段か知りたい」「制度活用の方法を知りたい」という 3

つのフェーズも、それぞれ内容を具体的に書くと分量が多くなる。あくまでも制度の入口と

なるツールのイメージである。A6 で 8 ページ程度というのは、補助犬の広報ツールも同様

だが、伝えたい内容の概要を説明し、そこから詳細な情報にリンクでつながるものを想定し

ていた。 

厚生労働省 水村 

 補助犬の定義や種類について書かれている簡単なリーフレットと医療機関向けに対象を絞っ
た詳細な冊子を作成した。後者は、衛生面や受け入れ事例等を記載している。 

硯川委員 

 アクセシビリティの観点からは、インターネットにアクセス性を持たない高齢者がいること
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を前提としているとのことだったが、事務局では、広報ツールは制度の入口として機能して、

詳細はリンク先を参照するとのことだったので、矛盾しているように感じる。インターネッ

トも紙媒体も両方検討すると良い。 

社会システム 高光 

 全体的に精査をし、つじつまが合うようにしたい。福祉分野に限らず、他の広報ツールも参
考にしつつ、どのように分かりやすく必要な情報を掲載していくかが課題であると考えてい

る。 

硯川委員 

 今から方針転換は困難なため、次年度以降、広報の仕方を検討して欲しい。 

竹島座長 

 具体的な内容をインターネット等で見ることができない人に対し、どのようにフォローして
いくかは検討する必要がある。 

 今後、アンケート結果に、今回の意見を踏まえて考察を加えたものを委員の皆様に展開して
欲しい。広報ツール及び啓発ツールの骨子案ができたら、そちらも情報共有して欲しい。 

社会システム 高光 

 広報ツール及び啓発ツールの作成に当たっては、途中でメール審議をさせていただきたい。 

 アンケートを整理後、委員の皆様に展開する。 

 次回の検討会は、2月下旬から 3月上旬に開催予定である。 

 

第３回 

補装具費支給制度の効果的な普及方法に向けた検討会 ご意見・ご指摘 

日 時 令和３年 3月４日（木）  14：00～15：30 

場 所 Web会議 

出席者 （敬称略） 

（委員長/委員）  

座  長 竹島 恵子  (公財)交通エコロジーモビリティ財団ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進部 

委  員 木島 真央  メイ・ソリューション株式会社 

剣持 悟   川村義肢株式会社 

硯川 潤   国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 研究所福祉機器開発室 

谷 映志   国立障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 神戸視力障害センター 

山口 公深   熊本県福祉総合相談所 障がい相談課 

（行政） 

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部企画課自立支援振興室 水村 慎也 

 

（事務局） 

社会システム株式会社 高光 美智代、梅崎 良樹、宇津木 里沙、石澤 一輝 
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資料 資料 1 補装具費支給制度の効果的な普及方法に向けた検討 報告書（案） 

資料 2 補装具費支給制度・利用ハンドブック 

資料 3 「補装具費支給制度」利用詳細ガイド その① 

資料 4 「補装具費支給制度」利用詳細ガイド その② 

資料 5 「補装具費支給制度」にかかる情報提供の課題などについて 

参考資料 1 第 2回検討会 ご意見・ご指摘 

 

１． 開会 

（１）挨拶 

（２）配布資料の確認 

 

２． 議題 

（１）調査結果の追加・修正点について 

 社会システムより資料 1の説明がなされた。 

剣持委員 

 自治体からのアンケートの回収率は高いのか。 

社会システム 高光 

 回収率は約 7割のため、高いと思う。 

 

（２）広報ツールの作成、普及について 

 社会システムより資料 2～5の説明がなされた。 

山口委員 

 資料 2について、「①補装具とは？」の「車いす」は、正確には漢字表記のため、統一した

方が良い。 

 「④対象となる補装具の種目」で一覧を出しているため、①の最後に「④を参照」と書いて
も良い。 

 「⑤補装具費支給までのながれ」において、補装具費支給制度は原則代理受領のため、その
フローを掲載した方が良い。 

 「⑥よくあるご質問」において、「Q.償還払いと代理受領の違いについて教えてください」

の償還払いと代理受領の説明文を逆にした方がよい。 

 「⑥よくあるご質問」において、「Q.直接判定と書類判定の違いについて教えてください」

に掲載されている判定方法の表は、自治体によって異なるため、「下表は一例です」等の説

明を入れる。 

木島委員 

 仙台では、居住地特例に引っかかる人がいる。例えば、施設利用者において仙台市民で住民
票は仙台にあるが、実際に手続きを行うのは以前居住していた自治体ということがある。よ

くある話であれば、「⑥よくあるご質問」に入れても良いと思う。 

山口委員 

 更生相談所で判定する際に、たまに居住地特例の人はいるが、基本的に更生相談所から意見
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する問題ではない。現在居住している市町村と、以前居住していた市町村のやり取りで解決

しているパターンが多い。申請先や問合せ先でたまに質問があるため、「⑥よくあるご質問」

で、居住地特例について触れても良い。 

硯川委員 

 ハンドブックの提供方法について教えてほしい。全て紙媒体なのか、自治体が判断して印刷
するのか、使い方についてどのように想定しているのか。 

社会システム 高光 

 自治体の判断に任せることを想定している。全て紙媒体で配布するのは不可能なため、デー
タベースを提供することになる。利用ハンドブックで説明を行い、利用詳細ガイドも同時に

頒布するのか、判断を委ねる。 

硯川委員 

 利用ハンドブックは、自治体が版下データをダウンロードし、印刷する想定か。 

社会システム 高光 

 A4 の DM を全自治体に送付し、必要に応じて、版下として使える編集可能なイラストレー

ターデータや PDFを送付する。問合せ先を各自治体に入力して欲しい。また、関係団体にも

URLのリンクを貼って欲しい。厚生労働省の障害者総合福祉推進事業の HPにも掲載される

と思う。 

硯川委員 

 社会システムとして、どの程度ハンドブックのデータを維持するつもりか。 

社会システム 高光 

 当面は維持する予定である。 

硯川委員 

 最終的に、どこにデータを置いておくのか整理しておいてほしい。最も良いのは、フリーに
ダウンロードできることだが、データの置き場所が分からなくならないようにして欲しい。 

 資料 2は、どの程度のサイズになるのか。 

社会システム 高光 

 印刷用と確認用の 2種類作成予定である。資料として配布したのは、印刷用である。印刷用

は、B6を想定している。 

硯川委員 

 一見すると煩雑であり、B6では見にくい。「④対象となる補装具の種目」の表は、ここに掲

載する必要があるのか。また、ページの段組みは、Web掲載時に配布資料では見にくいため、

1 枚ずつページをめくることができるようにするものと、折り曲げて使うことができる版下

のものとを用意すると良い。 

厚生労働省 水村 

 資料 2について、「日常生活用具給付’等’事業」とする（制度上、貸与もあるため）。 

 資料 1について、補装具費支給制度に対する医師の認識が低いとあるが、認識が低いのでは

なく、治療用装具しか考えていない。 

 支給数について、文章が間違っている。 

 人工内耳用音声信号処理装置は、補装具費支給制度に交換はなく修理のみである。交換の際
は医療保険対応となる。 
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 価格は、本年 3 月 31 日に告示が決定する。車椅子、補聴器、座位保持装置は、ほとんど価

格が変更となる。義肢装具は、完成用部品と合算するため、価格を表記しにくい。 

 補装具費支給制度利用者のほとんどは代理受領を用いているが、制度上原則は償還払いであ
る。利用者の利便性や経済的事情を鑑みて、ほとんどの自治体が代理受領を行っている。治

療用装具は、代理受領を行っていないため、補装具費支給制度も前提としては償還払いとな

っている。 

竹島座長 

 資料 2について、自治体がイラストレーターを使いこなせない可能性があるので、ワード等

で提供した方が編集しやすい。 

山口委員 

 資料 3の 2ページについて、「生活保護の方で身体障害者手帳を取得している場合は～」の

項目で、車椅子のレンタル等、生活保護受給者で介護サービスを受けるケースもある。福祉

が優先という書き方ではなく、介護サービスの対応の可能性にも触れた方がよい。 

 「他の制度で交付された補装具の更新・修理は～」について、前提として、他の制度で補装
具を作成した場合は、その制度で対応できるかを検討し、それで対応できない場合は補装具

費支給制度対応となる。誤解がないような書き方として欲しい。 

剣持委員 

 可能であれば、当社社員にも利用ハンドブック等を見てもらいたい。関係団体に、チェック
を兼ねて現段階で提示して意見を反映してもよい。 

社会システム 梅崎 

 関係団体につながりがある人がいれば、ご紹介いただきたい。 

剣持委員 

 資料 3・4は、内容が若干かぶっているため、統合してもよい。2つに分割するのであれば、

「初めて制度を利用する人」と「補装具をうまく使用できていない人」等にした方が良い。 

竹島座長 

 関係団体への意見照会については、修正したものを展開する予定である。 

 

（３）報告書（案）について 

硯川委員 

 視覚障害者向けの情報提供動画について、先ほどのものが完成版という認識で良いか。 

社会システム 高光 

 先ほどの動画は、試作品である。広報ツールの修正等を反映したうえで動画を作成したい。 

硯川委員 

 動画は、別の機会に作成しても良い。予算と維持管理の問題がある。必須ではないのではな
いか。広報の一環としては、マイナスにはならない。 

社会システム 高光 

 視覚障害者に向けての周知方法が、悩みどころである。テキスト版も作成する予定である。 

厚生労働省 水村 

 厚生労働省において、過去の障害者総合福祉推進事業の成果物は、全て保管している。成果
物の完成後、自治体宛に事務連絡を行う。その際に、社会システムと厚生労働省の HP に成
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果物が掲載されているため、活用して欲しい旨を周知する。 

剣持委員 

 動画について、文章を全て音声で読み上げるのではなく、ハンドブックの広報を目的とした
1分半程度の PVにしてもよい。 

 

（４）まとめ 

木島委員 

 意思伝達装置を中心とした仙台市重度障害者支援センターの支援員、意思伝達装置・上肢装
具を取り扱う事業所という立場から、視覚障害等あまり関わりのない分野のお話を聞くこと

ができ、勉強になった。何か気づいた点があれば意見したい。 

剣持委員 

 アンケートが、世の中の実態を反映しているかは疑問だが、ハンドブックができることはア
ンケート協力者にとっても良い恩返しになると思う。 

硯川委員 

 アンケートによって、基礎的情報の提供ができていないことが分かったことは良かった。 

 更生相談所の処方判定において、専門職のチームがどのような情報を収集しているのか調査
をして論文を出した。日本の判定は、「処方」という言葉を用いる。海外においては、福祉

用具は使用者が選ぶものという認識であるため、「選択」という言葉を使う。「処方」とい

う言葉は、法律には書いておらず、厚生労働省の事務連絡に書いてある用語がそのまま使わ

れている。世界基準からみると、遅れているということを実感した。 

谷委員 

 積極的にハンドブックを活用し、課題や使い道が見えてきたところで共有したい。 

山口委員 

 報告書を熟読できていないが、更生相談所の判定の際にアンケートの意見を参考にしたい。
補装具使用者と補装具をつなぐ人が少ない。更生相談所でも、使用者から相談があることは

非常に少ない。情報発信やコーディネートできる人が増えていくと良い。 

厚生労働省 水村 

 補装具費支給制度を知らずに、古くまで治療用装具を使い続けている人のことを指して、「補
装具難民」という言葉が用いられている。ハンドブックによって、そのような人のフォロー

アップをできるようになれば良いと考える。 
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  本事業の成果については、以下の公表を行う。 

〇自社ホームページでの公開：社会システム㈱のホームページで報告書及び広報ツー

ルは公表する。広報ツールについては、著作権をフリーとしアクセスする誰もが利

用できるものとする。（テキストデータも併せて公表） 

〇関係団体等での活用：関係である日本義肢装具学会、日本義肢装具士協会、日本義

肢協会やヒアリングを実施した関係団体（仙台市等）のホームページ等でも本事業

で作成した広報ツール等についての掲載を要請した。 

〇全国自治体（アンケート対象）への広報：アンケート調査を実施した全国自治体に

対し、当該ツールを効果的に広報するため、インパクトあるデザインのＡ４ダイレ

クトメールを発送し、自社ホームページに掲載する広報ツールへの誘導を促し、自

治体の活用を図った。 

 

 

  

Ⅴ.成果等の公表計画 
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巻末資料 

資料－１.自治体アンケート票 

 

自治体における補装具費支給の実態把握アンケート調査票 

※本アンケートは「補装具費支給制度」に関するもので「日常生活用具給付等事業」に関するアンケートでは

ありませんのでご注意ください。 

 

◆ご記入いただく方の市町村名等担当部署の基礎情報についてご記入ください 

項  目 回答欄 

(1)都道府県名   

(2)市区町村名（郡名は不要）   

(3)担当部署名   

(4)担当者氏名   

(5)連絡先（電話番号）   

(6)連絡先（E-mailアドレス）  

 

 

問 1-1 支給制度に係る担当職員の方の人数と不在時の対応方法について教えてください。 

項  目 回答欄 

窓口等で当該制度について対応している担当職員数（日平均）  人   

担当者が不在の場合はどのように対応していますか？  （自由記述） 

 

 

 

 

問 1-2 支給制度について申請者に分かりやすく伝えるために活用しているツールや工夫している事を教えてく

ださい。（当てはまるものすべてに○を記入、⑦その他の場合は文章を記載） 

項  目 回答欄 

①特に使っていない   

②自治体のホームページに掲載している当該制度に関する解説ページ   

③自治体で作成した当該制度に関するリーフレット   

④自治体で作成した障害福祉制度全般に関する「障害者福祉の手引き」等の冊子やホームページ   

⑤更生相談所で作成した説明ツール（リーフレット）を活用   

⑥補装具メーカーや販売代理店の解説資料を使用  

⑦その他工夫していること （自由記述） 

 

 

 

 

問 1-3 問 1-2でお答えいただいた独自に作成されている当該制度に係る説明ツール等がある場合、返信に添付

ください。 

項  目 回答欄 

補装具費支給制度に係る説明ツールの媒体の提供 可能 ・ 不可 
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問 1-4 申請者（障害当事者、関係者含む）から制度に関する項目別の問い合わせの頻度（他項目と比べた相対

的な多さ）を教えてください。（項目別に当てはまるものに○を記入、その他の場合は文章を記載。） 

問い合わせ項目 問い合わせの頻度 

対象となる用具の種類は何か 全くない ・ まれにある ・ よくある 

支給される補装具の個数は何個か 全くない ・ まれにある ・ よくある 

年齢制限はあるのか 全くない ・ まれにある ・ よくある 

補装具をどこで購入・修理するか 全くない ・ まれにある ・ よくある 

自分は制度の対象になるのか 全くない ・ まれにある ・ よくある 

新品に交換できるのは何年後か 全くない ・ まれにある ・ よくある 

自己負担額はいくらか 全くない ・ まれにある ・ よくある 

特例補装具とは何か 全くない ・ まれにある ・ よくある 

医療保険（治療用装具）との違いがわからない 全くない ・ まれにある ・ よくある 

労災保険との違いがわからない 全くない ・ まれにある ・ よくある 

介護保険（福祉用具貸与）との違いがわからない 全くない ・ まれにある ・ よくある 

その他 （自由記述） 

 

 

 

 

問 1-5支給制度に関して、対象者への説明の難しさを項目別に教えてください。（当てはまるものすべてに○を

記入、その他には文章を記載） 

問い合わせ項目 説明の難しさ 

対象となる用具の種類 難しくない ・ あまり難しくない ・ やや難しい ・ 難しい 

支給される補装具の個数 難しくない ・ あまり難しくない ・ やや難しい ・ 難しい 

年齢制限 難しくない ・ あまり難しくない ・ やや難しい ・ 難しい 

補装具を購入・修理する先 難しくない ・ あまり難しくない ・ やや難しい ・ 難しい 

制度の対象になる障害の状態像 難しくない ・ あまり難しくない ・ やや難しい ・ 難しい 

修理・再支給決定のプロセス 難しくない ・ あまり難しくない ・ やや難しい ・ 難しい 

自己負担額 難しくない ・ あまり難しくない ・ やや難しい ・ 難しい 

特例補装具について 難しくない ・ あまり難しくない ・ やや難しい ・ 難しい 

医療保険（治療用装具）との違い 難しくない ・ あまり難しくない ・ やや難しい ・ 難しい 

労災保険との違い 難しくない ・ あまり難しくない ・ やや難しい ・ 難しい 

介護保険（福祉用具貸与）との違い 難しくない ・ あまり難しくない ・ やや難しい ・ 難しい 

その他 （自由記述） 
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問 2-1-1 貴市区町村で 2019年度に支給した補装具の支給件数を新規（新規と購入）/修理別、障害児（18歳未

満）/障害者別に記載してください。また合計欄には、合計支給件数の他、そのうち障害者総合支援法に定める

難病患者等※3に対する支給件数、特例補装具の支給件数を記載してください。（数字を記載） 

 

 

購入（新規※1） 購入（再支給※2） 修理 

障害児 障害者 障害児 障害者 障害児 障害者 

義肢       

装具       

座位保持装置       

視覚障害者安全つえ       

義眼       

眼鏡       

補聴器       

車椅子       

電動車椅子       

座位保持椅子（児のみ）       

起立保持具（児のみ）       

歩行器       

頭部保持具（児のみ）       

排便補助具（児のみ）       

歩行補助つえ       

重度障害
者用意思
伝達装置 

文字等走査入力方式       

生体現象方式       

その他（入力装置や固定具）       

合計支給件数       

 

うち障害者手帳未所持の難
病患者等への給付件数 

      

うち特例補装具の給付件数       

※1新   規：初めて補装具費の支給申請をした件数。ここでは、以前は別の補装具で支給決定されていたが、2019年度は別の補装具

での支給が決定した場合も含む。複数の補装具を同時申請した場合もそれぞれ新規件数とする。 

※2再 支 給：使用中の補装具が修理不能となった場合に、その代わりとして新たに補装具費を支給した件数。 

※3難病患者等：障害者総合支援法第４条で定める「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによ

る障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者」。令和元年時点で 361疾病が該当。 

※4人工内耳は 2020年度から適用のため除く。  

問 2-1-2 2019年度に初めて申請した/決定した人数について記載してください。（数字を記載） 

 障害者 障害児 

2019年度に初めて購入申請した人数 人 人 

2019年度に初めて再支給決定した人数 人 人 

2019年度に初めて修理申請した人数 人 人 

 

問 2-2 貴市区町村で 2019年度に支給した補装具のうち借受けに関する支給件数を記載してください。（数字を

記載） 

対象種目 借受け件数 

義肢（完成用部品）  

装具（完成用部品）  

座位保持装置（完成用部品）  

座位保持椅子（児のみ）  

歩行器  

重度障害者用意思伝達装置（本体）  

合計支給件数  

 
うち障害者手帳未所持の難病
患者等への給付件数 

 

 以上でアンケートは終了です。 
ご協力ありがとうございました。 
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資料－２.障害当事者アンケート票 

 

「補装具費支給制度」に関するアンケート調査 

 

障害者等の失われた身体機能を補完、または代替するための更生用の用具である補装具は、障害者総合支

援法に基づいて支給されます。このアンケートは、補装具費支給制度につきまして、障害当事者の皆さまに

お伺いするものです。 

この制度を皆さまにわかりやすくお伝えする方法を検討するために、皆さまの声をうかがいたいと存じ

ますので、なにとぞ、ご協力を賜りますよう、お願いいたします。 

 

 

 

問 0 お住いの都道府県名+市区町村名を記入ください 

 

 

 

問１ このアンケートをご記入いただいているのはどなたですか？（どれか一つ） 

 □ 障害当事者本人 

 □ 障害当事者の家族 

 □ 障害当事者の介助者 

 □ その他（                                 ） 

 

問２ あなた（障害当事者）のご年齢は？（どれか一つ） 

 □ 17歳以下    □ 18歳～29歳 

 □ 30～49歳    □ 50～69歳 

 □ 70歳以上 

 

問３ あなた（障害当事者）は障害者手帳をお持ちですか？（どれか一つ） 

 □ 持っている   □ 持っていない   □申請を予定している 

 □ その他（                                 ） 

 

問４ あなた（障害当事者）の障害は何ですか？（あてはまるもの） 

 □ 肢体不自由   □ 視覚障害   □ 聴覚障害  □ 言語障害 

 □ 難病（        ）  □ その他障害（               ） 

 

問５ あなた（障害当事者）が使用している、または使用したい補装具は以下のうちどれですか？（複数回

答可） 

□義肢     □装具      □座位保持装置     □視覚障害者安全つえ 

□義眼     □眼鏡      □補聴器        □車椅子 

□電動車椅子  □座位保持椅子  □起立保持具      □歩行器  

□頭部保持具  □排便補助具   □歩行補助つえ     □重度障害者用意思伝達装置 

□人工内耳用音声信号処理装置（制度の支給対象は音声信号処理装置修理のみ） 

□その他（                     ） 

 

都・道・府・県      市・区・町・村 
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問６ あなた（障害当事者またはその家族）は、補装具費支給制度をはじめて申請した時に、「補装具費支

給制度」をご存知でしたか？（どれか一つ） 

□はじめて申請した際に、すでに知っていた 

⇒制度内容や申請方法についてはご存知でしたか？ 

   □知らなかった 

   □知っていた 

□補装具について、相談にいったときに知った 

 ⇒それはどこに相談しましたか？ 

□お住まいの自治体 

□相談支援センター 

□更生相談所 

□病院 

□リハビリテーション病院 

□その他（                  ） 

□制度自体知らない 

 

問７ あなた（障害当事者）は、「補装具費支給制度」を利用していますか？（どれか一つ） 

□利用している        □以前利用したことがある     □利用したことがない     

 

問８ 問７で「以前利用したことがある」とこたえた方、なぜ、いまは利用していないのですか？（複数回

答可） 

□申請手続きが面倒、困難        □希望の補装具が対象ではない 

□費用負担が気になる          □自費購入した  

□他制度（介護保険等）の対象となった  □使わなくなった 

□その他（                                   ） 

 

問９ 問７で「利用している」「以前利用したことがある」とこたえた方、誰が申請しましたか？（どれか

一つ） 

□障害当事者本人       □障害当事者の家族 

□代行者（病院のケースワーカー、作業療法士、理学療法士など） 

□わからない・忘れた 

問 10 問７で「利用している」「以前利用したことがある」とこたえた方、申請した当初、「補装具費支給

制度」について、わからなかった情報は何でしたか？（複数回答可） 

□制度全体の仕組み           □申請対象者の要件 

□対象補装具              □支給決定の仕組み 

□購入の場合の手続き          □給付額、自己負担額等の費用にかかる事項 

□修理の場合の手続き          □借受けの場合の手続き 

□作り替えの時期の取扱い        □利用者が成長した場合の取扱い 

□障害が進行した場合の取扱い      □補装具に不具合が出た場合の取扱い 

□その他 
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問 11 問７で「利用したことがない」とこたえた方、利用したいと思いますか？（どれか一つ） 

□利用したい    □利用する必要はない    □わからない 

 

 

問 12 問 11で「利用したい」とこたえた方、利用できない理由を教えてください。（複数回答可） 

□利用方法がわからない         □申請手続きが面倒 

□希望の製品が対象ではない       □費用負担が気になる 

□誰に相談したらよいのかわからない 

□その他（                                   ） 

 

問 13 あなた（障害当事者及びその家族）は、「補装具費支給制度」について説明されている情報を見たこ

とや説明を受けたことがありますか？（どれか一つ） 

□見た（説明を受けた）ことがある   □見た（説明を受けた）ことがない  □わからない 

 

 

問 14 問 13で「見た（説明を受けた）ことがある」とこたえた方、それはどんな情報でしたか？（複数

回答可） 

□自治体のホームページ 

□厚生労働省のホームページ 

□補装具業者のホームページ    

□パンフレット    

それはどこで手に入れましたか？  

□お住まいの自治体      □相談支援センター     □更生相談所        

□病院   □リハビリテーション病院   □その他（           ） 

□担当者の説明 

   説明をされたのは誰ですか？     

□自治体担当者  □相談支援専門員   □更生相談所職員 

    □ケースワーカー □医療職(医師、看護士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚療法士) 

    □補装具事業者  □わからない     □その他（             ） 

□その他の情報 

 

 

 

問 15 「補装具費支給制度」を利用するとして、相談したいタイミングはいつですか？（複数回答可） 

□医師によって補装具を使用すべきと診断されたとき 

□医療機関を利用したときや退院のとき 

□自治体への身体障害者手帳の申請のとき 

□相談支援センターにおける利用計画相談のとき 

□更生相談所における来所相談のとき 

□その他（                                    ） 
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問 16 「補装具費支給制度」の情報提供について感じている問題点は何ですか？（複数回答可） 

□知りたい情報が適切に提供されていない 

□情報がわかりにくく理解できない 

□どこから情報が提供されているかわからない 

□適切な手段で情報が提供されていない（例：視覚障害者への配慮が足りない等） 

□相談窓口がわからない 

□その他（                                   ） 

 

問 17 「補装具費支給制度」の情報提供を行うには、どんな手段があなたにとって有効ですか？（複数回

答可） 

□ホームページへの掲載       □リーフレットなどの紙媒体 

□点字リーフレット         □説明会の実施 

□その他（                                   ） 

 

問 18 その他に、「補装具費支給制度」に関する情報提供について、ご意見があればご自由にお書きくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

以上でアンケートは終了です。

ご協力ありがとうございました。


